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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）広報活動
の充実

１　広報媒体を
通じた広報・啓
発の充実

　広報紙による広報・啓発を充実するとともに、「市民
ガイドブック」には 新の情報を掲載するよう努め、利
便性の向上を図ります。視覚に障がいがある方へは「広
報こしがや点字版」を発行します。
　テレビ広報番組「いきいき越谷」に手話通訳を入れ制
作・放送します。また、ホームページの充実のほか、越
谷 cityメールの利用拡大に努めます。

　視覚障がいのある方に対して、広報こしがやお知らせ版の抜粋を点
訳した「広報こしがやお知らせ版・点字版」を34部作成し、希望者に
毎号郵送するとともに、市役所行政資料コーナー、こばと館、市立図
書館、北部市民会館図書室、南部図書室に閲覧用として設置した。ま
た、テレビ広報番組「いきいき越谷」（30分番組）については、手話
通訳付きでテレビ埼玉、ＪＣＮ関東を通して毎月16回放送するととも
に、ビデオテープ・ＤＶＤの貸し出しを、広報広聴課、市立図書館、
各地区センター、こばと館で行った。さらに、市ホームページとＹｏ
ｕＴｕｂｅへ掲載し広く視聴の機会を提供した。
　このほか、市の業務や手続き、日常生活に関係の深い事柄をまとめ
た「市民ガイドブック」を一部改訂し、市民課や地区センターなどの
窓口で転入者や希望者に向けて配布した。

広報広聴課
関連各課

　点訳に10日ほどかかることを考慮し、お知らせやイベントの
日程を確認して記事を抜粋している。また、広く視聴の機会を
提供するため、テレビ広報番組「いきいき越谷」は手話通訳付
の制作、作品の貸し出し、市ホームページでの視聴を継続して
いる。【広報広聴課】

（１）広報活動
の充実

２　インター
ネットの活用

　ＩＣＴ（情報コミュニケーション技術）の発展を踏ま
え、だれもが見やすく使いやすい「越谷市アクセシビリ
ティガイドライン」に沿ったホームページづくりと「障
害者の日記念事業ふれあいの日」などのイベント情報や
交流事業の広報・啓発に努めます。さらに、バリアフ
リーマップ（Ｗｅｂ版）を掲載して、各施設のきめ細か
い情報提供を行います。

《ホームページによる情報提供》
　情報数は約4,300件。アクセス数は月平均99万アクセス。
　11月にホームページの全面リニューアルを実施し、情報の分類を整
理し、だれもが見やすく、使いやすいホームページづくりを行った。
さらに、文字の拡大縮小、色の反転、音声読み上げ、読み上げ速度の
調整、ひらがな・ローマ字のふりがな表示などを簡単に行うことがで
きる、アクセシビリティ支援ソフトを導入している。

《メール配信サービスによる情報提供》
　平成20年2月から越谷cityメール配信サービスを開始。市政・イベ
ント情報メール、子育てメール、災害・防犯・防災行政無線メールの
3つのメール配信を開始した。
　平成24年3月末現在の登録者数は市政・イベント情報メール5,714
人、子育てメール4,732人、災害・防犯・防災行政無線メール11,980
人

《ツイッターを用いた情報発信》
平成24年2月から、ツイッターを用いた情報配信を開始した。ホーム
ページの更新情報や、大規模災害時などにおける緊急情報の配信を行
う。

広報広聴課
関連各課

　ホームページのリニューアルに伴う職員向け操作研修会と合
わせ、ユニバーサルデザインの考え方、ホームページの作成時
に配慮すべきアクセシビリティ向上のためのポイントなどの講
義を行った。
閲覧しやすいコンテンツを適時に掲載するよう、庁内各課に
ウェブサイト運営連絡員を置き、注目度の高い情報の掲載やリ
ンク切れなどの修正依頼を行っている。【広報広聴課】

（２）啓発イベ
ントの推進

１　「障害者週
間」の周知

　「障害者週間（１２月３日 ９日）」を周知するた
め、「障害者の日記念事業ふれあいの日」（６月第一日
曜日）を開催し、市民から多くのポスターを募集するな
どして障がいに対する理解の促進を図り、障がい者をは
じめより多くの市民の参加を促進するため、内容の充実
を図ります。あわせて、各種イベントへの参加も促進し
ます。

第31回ふれあいの日を開催
　来場者 5,000人
　福祉団体の発表、模擬店、バザー、お茶会等
　越谷市立中央中学校吹奏楽部、越谷市消防音楽隊の演奏
　音楽団体による公演
　ふれあいの日ポスター原画募集　応募数410点

障害福祉課
子育て支援課

　障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互い
に交流できる機会を設けることができた。【障害福祉課】

「障害者の日記念事業ふれあいの日」を開催するにあたり、広
報や社協だより等を活用し、周知を図った。ポスター原画の応
募者は、前年の約２．５倍となったことや、多くの市民の参加
により、障がいに対する知識や理解が深まったと感じる。【子
育て支援課】

（２）啓発イベ
ントの推進

２　講演会･
フォーラムの開
催

　市民が障がい者問題について理解を深めることができ
るように、関係機関・団体と連携・協力して精神保健福
祉講演会などを開催します。

こころの健康づくり講座を開催(障害福祉課・市民健康課共催)
　日時：平成23年12月1日(木)
　内容：講演「アルコール依存の問題点」
　　　　　　　　　講師　鴻巣病院副院長
        講演｢飲まずにストレスと付き合おう｣
　　　　　　　　　講師　文教大学教授
　　参加者：19名

障害福祉課
　市民健康課と共催、市民に障がい者問題について理解を深め
てもらうために年１回開催している。
【障害福祉課】

（２）啓発イベ
ントの推進

３　表彰制度の
推進

市民による福祉活動を促進し、福祉のまちづくりを進め
るため、越谷市社会福祉大会における福祉実践活動功労
者・団体などの表彰制度を推進します。

社会福祉大会は、5年毎に開催のため、平成23年度は未実施。平成25
年度開催予定。

福祉部
子ども家庭部

計画どおりの取り組みが行われている。【社会福祉課】

１　広報・啓発活動の充実

第１章　啓発・広報の推進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）啓発イベ
ントの推進

４　「障害者の
日記念事業ふれ
あいの日」の充
実

　障がい者福祉に対する理解の促進と共に生きる地域社
会の実現を図るため、障がい者団体等で構成する実行委
員会が中心となり、「障害者の日記念事業ふれあいの
日」を開催します。より多くの市民の参加を促進するた
め、事業内容の更なる充実と周知を図ります。

第31回ふれあいの日を開催
　来場者  5,000人
　福祉団体の発表、模擬店、バザー、お茶会等
　越谷市立中央中学校吹奏楽部、越谷市消防音楽隊の演奏
　音楽団体による公演
　ふれあいの日ポスター原画募集　応募数410点

障害福祉課
子育て支援課

　障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互い
に交流できる機会を設けることができた。【障害福祉課】

　多くの市民の参加により、障がいに対する知識や理解が深
まったと感じる。【子育て支援課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）多様な交
流機会・場の提
供

１　地域住民と
障がい者との交
流の促進

　障がい者への理解を促すため、越谷市障害者福祉セン
ターこばと館やそこで活動する障がい者団体や市内の障
がい者関連福祉施設、ボランティア活動実践者などが行
う地域との交流事業を支援します。また、地区コミュニ
ティ推進協議会による活動を支援し、世代間交流事業や
祭りなどの行事を通して地域住民と障がい者との交流を
促進します。

　知的障がい児通園施設みのり学園で納涼会を開催し、地域の子ども
会や自治会などと交流を図った。【子育て支援課】

　地域住民等を対象とした、世代間交流事業を６地区で８件、まつり
を１２地区で１４件実施した。【市民活動支援課】

障害福祉課
子育て支援課
市民活動支援課

　障がいに対する正しい知識・理解が得られるように、地域住
民と障がい児との交流を図ることができた。【子育て支援課】

　世代間交流事業やまつりなどを通じて、地域住民と障がい者
との交流を促進することができた。【市民活動支援課】

（１）多様な交
流機会・場の提
供

２　国際交流の
促進

　国際交流員や多文化共生推進員が各施設で講座を開催
し、障がい者へ外国の文化等を紹介することで、国際理
解と多文化共生への意識を深め、本市の国際化を推進し
ます。

　越谷市障害者福祉センター「こばと館」にて、国際交流員及び市民
ボランティアである多文化共生推進員による「外国文化とふれあおう
（中国編）」を全5回開催し、延べ24人が参加した。
　内容については、中国の文化や習慣等について紹介し、楽々中国語
講座と題した中国語レッスンを交えるなど、国際理解を図った。

市民活動支援課

　これまでは、国際交流員の出身国の関係上、英語圏の文化紹
介及び英会話のレッスンを行ってきたが、平成23年度より初め
て中国をテーマに取り上げ、講師には国際交流員の他、2名の
多文化共生推進員にも協力いただいた。参加者の方々にとって
も中国文化は新鮮だったようで、講師の話にとても熱心に耳を
傾け、積極的に質問をしたり、意見交換をしている様子が印象
的だった。

（１）多様な交
流機会・場の提
供

３　障がい者の
公共施設の利用
促進

　障がい者と地域住民が活発に交流できるように、地区
センター・公民館、市民会館、交流館などのコミュニ
ティ施設のバリアフリー化や使用料の減免などを行い、
公共施設の利用の促進を図ります。

　大袋地区センターについて、洋式トイレ設置の改修工事を実施す
る。
　平成25年度に開所を予定している新出羽地区センターの実施設計に
おいて、障がい者等にも配慮した施設計画とする。
障がい者等が市民会館、地区センター・公民館、交流館の施設を利用
する場合、使用料を2分の1に減額する。
※障がい者等の減額を受けた件数、利用者数、減額登録を受けた団体
数は障害福祉課にて入力願います。【市民活動支援課】

市民活動支援課
関連各課

　大袋地区センターの２階男女トイレ各１基を洋式トイレに改
修した。
　新出羽地区センターの実施設計において、高齢者、障がい者
等の利用にも配慮したバリアフリー設計とした。
中央市民会館事務所前の男女トイレに赤色回転灯を設置した。

【市民活動支援課】

（２）地域にお
ける福祉学習の
推進

１　出張講座の
開催

　地区センター・公民館との連携を密にし、出張講座の
周知と活用に努めるとともに、地域からの福祉づくりを
推進します。

民生・児童委員を対象に、障がい者援護の概要等について説明を行っ
た。

障害福祉課
引続き、障がい者援護の概要等の説明を行う必要性を感じる。
【障害福祉課】

２　地域での交流と理解の促進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）市民への
啓発事業の推進

１　地区イベン
トを通した交流
機会の促進

　福祉施設従事者、あるいは障がい者関係団体と市民と
の交流の機会の提供を図ります。

　福祉施設や障がい者団体との交流を図るため、広く文化祭等、地域
で実施される行事の紹介を行うとともに、参加の促進を図った。

障害福祉課
地域の行事等の紹介を行った。引き続き交流機会の促進を図
る。【障害福祉課】

（１）市民への
啓発事業の推進

２　民生委員・
児童委員との連
携

　地区民生委員・児童委員協議会の研修会を支援し、障
がい者と地域とのパイプ役としてその活動の充実を促進
します。

毎月各地区民生委員・児童委員協議会が開催している定例会で、障が
い者の福祉に関する研修等を実施した。【障害福祉課】

身近な地域における相談内容の充実を図るため、研修などを通じて民
生委員・児童委員の専門性の向上に努めた。 【社会福祉課】
　民生委員・児童委員の相談・支援件数
　平成２３年度　16,876件
　 (うち障がい者に関すること628件）

障害福祉課
社会福祉課
関連各課

　H24.3月末の越谷市の民生委員・児童委員は422名で、一人当
たりの相談は年間40件である。一人暮らし高齢者の見守りや支
援など、その活動への期待はますます高まっている。今後とも
研修などを充実するとともに、市民への民生委員の啓発活動な
ども進めていきたい。【社会福祉課】

（２）社会福祉
協議会への支援
と連携の強化

１　社会福祉協
議会への支援と
連携の強化

　越谷市社会福祉協議会は、民間地域福祉活動の推進主
体として、また、ボランティアや在宅福祉サービスなど
の拠点としてさまざまな事業を展開し、福祉の向上に大
きな役割を担っていることから、今後も越谷市社会福祉
協議会への支援に努めるとともに、連携の強化を図りま
す。

地域福祉の中核的役割を果たす社会福祉協議会へ助成金を支出。
障害福祉課
社会福祉課
社会福祉協議会

　今後も引続き社会福祉協議会との連携強化に努める。【社会
福祉課】

（３）NPO等民
間団体との協働

１　ボランティ
ア団体等への支
援

　ボランティア活動は福祉の向上には欠かせないもので
あり、地域福祉の担い手として期待されていることか
ら、越谷市社会福祉協議会と協力して、ボランティアの
育成と組織化を図るとともに、活動場所や情報の提供、
講習会・研修会、教室の開催等ボランティア活動の活性
化・安定化等について検討し、その活動を支援します。

　障害者福祉センターこばと館において、福祉ボランティアの育成、
要請事業を実施。主な事業は、手話講習会、要約筆記者養成講習会。
受講者・修了者のサークル活動やボランティア活動への支援を実施。

障害福祉課
関連各課

　平成22年度と比較すると団体利用者数は1,055人の減少、個
人利用者数は447人の増加、総利用者数は601人の減少となって
いる。総利用者数等の減少については、東日本大震災の影響に
より事業を中止したことが影響するものと考える。【障害福祉
課】

（３）NPO等民
間団体との協働

２　社会福祉法
人、民間団体等
との連携

　障がい者の自立支援サービスの充実と、社会福祉法人
や民間団体などとの協働を推進するため、連携を強化し
ます。

　新体系事業や地域活動支援センターへの移行のヒアリングを行うと
ともに、必要な情報提供を行った。

障害福祉課
関連各課

引き続き連携強化、必要な情報提供等を行う。【障害福祉課】

３　市民との協働による地域福祉の推進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）サービス
供給体制の多元
化

１　公的施設の
利用システムの
検討

　地区センター・公民館、市民プール、公園などの公的
施設における障がい者利用の利便性の向上を図るととも
に、高齢者の福祉施設を障がい者も利用できるようなシ
ステムについて検討します。

　障がい者の利用に係る公共施設の使用料を2分の1に減額し、利用の
促進を図った。

障害福祉課
高齢介護課
関連各課

　今後も公的施設における障がい者利用の利便性の向上を図
る。【障害福祉課】

（１）サービス
供給体制の多元
化

２　民間サービ
ス事業者の育成

　障がい者がいつでも安心して、適切なサービスを選択
できるよう、民間サービス事業者の育成を図ります。

　請求事務の簡素化により、民間事業者における事務量が軽減された
ことから、引き続きサービス充実の促進を図った。

障害福祉課
関連各課

民間サービス事業者におけるサービス充実の促進を図った。今
後も引き続き、事業者と連携を図り、サービス充実の促進を図
る。【障害福祉課】

（２）ネット
ワークの推進

１　見守りネッ
トシステムの検
討

　緊急時や災害時に障がい者の安全を図るため、プライ
バシー問題については十分に配慮しつつ、身近な地域で
の声かけ運動や見守りネットシステムの形成など、地域
住民や民生委員、ボランティア等による支援を含めた越
谷市社会福祉協議会による見守り活動について検討しま
す。

　災害ボランティアセンター立ち上げマニュアルの検証。

　災害ボランティアセンター立ち上げ訓練の実施。

　地区の防災訓練において、災害ボランティアセンターの周知を図っ
た。

　小地域福祉活動の担い手である福祉推進員を養成し、地域のボラン
ティアと共に見守りが必要な方やふれあいサロンの参加者等の見守り
を実施。

障害福祉課
関連各課

例年通り、ボランティアセンターにおいて、災害ボランティア
センター立ち上げマニュアルの検証や周知を図った。【障害福
祉課】

（２）ネット
ワークの推進

２　地域包括ケ
アネットワーク
の充実

　市では、障がい者や高齢者など支援を必要とする方
が、安心して暮らし続けることができるように、市内１
０か所の地域包括支援センターを拠点に地域全体で見守
りや助け合いをしていくネットワークを進めています。
警察署や消防署などの関係機関をはじめ、地域の事業者
や各種団体、地域住民と連携し、支援を必要とする方を
早期に発見して、問題の深刻化を防ぎます。支援を必要
とする方の相談や情報を受けた地域包括支援センター
は、必要に応じて支援につなげます。

　地域包括支援センターや関係機関・団体同士の「顔の見える関係」
を築く場をつくり、高齢者等を見守り、支えることに対する地域の
ニーズや課題を把握・共有するために地域ごとの会議を開催した。

　　　地域ケア会議開催回数　　　　　　２７回
　　　地域ケア会議延べ参加人数　１，０３０人

高齢介護課
障害福祉課
関連各課

　地域ケア会議の開催回数・参加者数は伸びており、地域包括
支援センターに寄せられる相談も増加していることから、連携
の成果が表れている。今後も１３地区で実施していけるように
努める。【高齢介護課】

（２）ネット
ワークの推進

３　地域交流活
動の推進

　日中活動や自主活動ができる場など暮らしの基盤づく
りを推進し、地域ぐるみで支えあう体制づくりに努め、
地域交流活動を推進します。

　地域交流活動推進モデル事業を行う2団体に補助金を交付し、活動
を支援した。

障害福祉課
関連各課

地域交流活動の推進を図る2団体への支援を行った。【障害福
祉課】

４　地域ネットワークの形成
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）疾病予防
対策の充実

１　乳幼児等健
康診査事業の充
実

　乳幼児に対し健康診査を実施し、疾病及び運動機能や
精神発達に関する問題を早期に発見することで、発育・
発達に応じた育児相談等を行い、健全な育成を図りま
す。また、妊婦に対して妊婦健康診査を実施し、妊娠中
から継続して支援します。

乳幼児健康診査受診者数　（受診率）
　4か月児健康診査　　　　  2,663人（96.5％）
　10か月児健康診査　　　　 2,627人（92.3％）
　1歳6か月児健康診査　　   2,873人（97.0％）
　3歳児健康診査　　　　　　2,736人（92.3％）
妊婦健康診査（14回／人）　延受診者数　  34,232人

市民健康課
　引き続き受診促進及び啓発に努めるとともに、円滑な事業の
実施に努める【市民健康課】

（１）疾病予防
対策の充実

２　健康診査・
がん検診等事業
の充実

　疾病の早期発見・早期治療につなげるとともに、生活
習慣病等を予防し、健康の保持・増進を目的に、健康診
査・がん検診・骨粗しょう症検診等を実施します。生活
習慣病予防、骨粗しょう症予防などについて広報や健康
教育などを通して広く啓発し、健（検）診受診の必要性
について周知を図ります。

健康診査（医療保険未加入40歳以上）　86人

がん検診（受診率）
胃がん　11,030人（8.4％）、肺がん　16,930人（14.8％）、大腸が
ん18,818人（15.9%）、乳がん8,341人（18.4％）、子宮がん12,135人
（11.6％、妊婦健診による受診者2,646人を除く受診率9.0％）

骨粗しょう症検診　1,376人

肝炎ウイルス検診　1,166人

成人歯科健康診査　1,447人

保健カレンダーや広報、ホームページにて周知。

市民健康課
国民健康保険課

　引き続き、受診促進及び啓発に努めるとともに、円滑な事業
の実施に努める【市民健康課】

（１）疾病予防
対策の充実

３　予防接種の
推進

　感染症を原因とする障がいを予防するため、かかりつ
け医による接種を推進するとともに、健診等の機会にお
いて未接種者への勧奨に努め、接種率の向上を図りま
す。

BCG　　　　　　2,591人
ポリオ　　　延4,970人
三種混合　延11,716人
二種混合　　　　2,767人
麻しん・風しん　　1期　2,819人
　　　　　　　　　　2期　2,570人
　　　　　　　　　　3期　2,753人
　　　　　　　　　　4期　2,739人
日本脳炎　　　　延16,352人
子宮頸がん　　　延16,541人
ヒブ　　　　　　　延11,336人
小児用肺炎球菌　　延13,666人
高齢者インフルエンザ予防接種　25,676人（受診率　39.8％）

市民健康課
　引き続き必要性の周知と接種の促進を図るとともに、円滑な
事業の実施に努める【市民健康課】

（１）疾病予防
対策の充実

４　救急医療情
報キット事業の
推進

　救急医療情報キットとは、救急時に必要な情報（持
病・かかりつけ病院・常服薬・緊急連絡先等）をボトル
にまとめて保管することで救急隊、病院が迅速に救急救
命活動を行えるようにするためのものです。
　高齢者や障がい者等に対し、救急医療情報キットを配
布し、万一の緊急事態に備えることにより、安心した生
活が送れるよう支援し、福祉の向上を図ります。

　ひとり暮らし高齢者等の見守りや状況把握と併せて、民生委員が直
接訪問し、救急医療情報キットの配布を行った。
　また、高齢介護課、障害福祉課、地域包括支援センターにおいても
配布を進めてきた。

　救急医療情報キット配布総数　　約１３，０００世帯

高齢介護課
障害福祉課

　救命活動の現場において、実際に救急医療情報キットが役立
てられた実例が挙げられ、成果が表れている。今後も広報や
ホームページでのＰＲを強化するなど、積極的な普及啓発に努
める。【高齢介護課】

（２）健康づく
りの推進

１　母子健康づ
くり事業の充実

　母子の健康づくりを推進するため、保健カレンダー等
を活用し、各種教室への参加を促進するほか、個別相談
や訪問等を行います。
　平成２０年度（２００８年度）より「こんにちは赤
ちゃん事業」を開始し、助産師・保健師による産婦・新
生児等への訪問を充実しています。平成２１年度（２０
０９年度）の児童福祉法の一部改正により、新たに第二
種社会福祉事業として位置付けられた「乳児全戸訪問事
業」「養育支援訪問事業」として充実を図ります。
　また、幼児期の健全な発育・発達を支援するため、
「食生活」「歯の健康について」「日常生活の過ごし
方」「アレルギー疾患」などの講話や運動指導を行う幼
児保健教室を開催します。

各種教室
　母親学級・両親学級　延39回　延1,471人
　離乳食教室　　　　　延57回　延　807人
　幼児保健教室　　　　延 8回　延　207人
　思春期保健講座　　　延 3回　延　297人

各種相談
　乳幼児育児相談　　　延50回　延1,256人
　継続相談　　　　　　延32回　延  154人
　特別発達相談　　　　延51回　延　230人
　乳幼児栄養相談　　　延29回　延　219人

家庭訪問　　　　　　延訪問人数　4,915人

市民健康課
事業の周知をし、必要な方が受講、相談が受けられるよう継続
する【市民健康課】

１　疾病の予防と早期発見・早期対応

第２章　保育・医療の充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）健康づく
りの推進

２　健康づくり
推進事業の充実

　市民一人ひとりが自分の健康について関心を持ち、自
らの健康の保持増進を図るために、健康に関する正しい
情報を提供し、実践方法の普及、仲間づくりを推進し、
健康づくりを支援します。
　また、生きがいのある心豊かな人生が送れるよう関係
機関と連携しながら、生涯各期における心の健康づくり
事業を推進します。
　さらに、健康施設を活用するため、県民健康福祉村や
県立大学と連携して、市民の健康づくりを推進します。

健康教育　335回　9,363人

健康相談　714回　3,613人
（いきいきセントー相談事業　24回　833人含む）

県立大学から専門的な助言を得ながら健康体操教室を市内4箇所で実
施（延べ72回）
県民健康福祉村所属の健康運動指導士の協力を得て運動セミナーを実
施（2回）
【市民健康課】

●会食サービスやふれあいサロン等を利用しての健康相談
　　参加回数　　６５回　　参加延べ人数　　　９９１人
●心の健康づくり講座
　　実施回数　　　１回　　参加実人数　　　　　３４人
●自治会や民生委員・児童委員協議会などへの出前講座・地区健康教
育
　　参加回数　１６６回　　参加延べ人数　３，９３６人
【高齢介護課】

市民健康課
高齢介護課

引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健康
課】

　地域やボランティアが主体的に実施する健康相談や出前講座
で健康づくりや介護予防に関する情報提供を行い、支援するこ
とができた。今後も実施していく。【高齢介護課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）乳幼児の
健やかな発達へ
の支援

１　相談の充実
　保健指導を必要とする幼児に、継続した相談援助がで
きるよう発達相談などの相談指導体制を充実します。

各種相談（再掲）
　乳幼児育児相談　　　延50回　延1,256人
　継続相談　　　　　　延32回　延  154人
　特別発達相談　　　　延51回　延　230人
　乳幼児栄養相談　　　延29回　延　219人

市民健康課
　事業の周知をし、必要な方が受講、相談が受けられるよう継
続する【市民健康課】

（２）地域療育
体制の整備

１　ことばの治
療相談室の充実

　言語聴覚士などのスタッフ体制を充実するとともに、
関係機関との連携・協力を行います。さらに、新たに整
備する障がい児施設において、みのり学園、あけぼの学
園や療育教室との一体化した環境を整えることで、より
密接な連携をとって療育機能の充実を図ります。
　また、特別支援学級等とのかかわりや対象年齢の拡大
等を検討していきます。

　言語聴覚士によることばの治療・訓練を実施。新規面接210件、継
続相談656件、訓練988件（合計1,854件）。【子育て支援課】

子育て支援課
　言語や聴覚に問題のある乳幼児の訓練・指導による改善を図
り、また、知的発達の遅れのある乳幼児は、他の療育機関につ
なげ早期療育を実施している。【子育て支援課】

（２）地域療育
体制の整備

２　療育教室等
の充実（３章に
再掲）

　早期療育教室の指導体制を充実するとともに、保健セ
ンター、ことばの治療相談室、みのり学園、あけぼの学
園、保育所などとの連携を図ります。
　また、障がい児施設の整備と併せた一体化により、一
層の療育機能の充実を図ります。

　心身の発達に障がいや遅れがみられる低年齢児を対象に、障がい別
又は年齢別に療育・訓練を実施。
 　ひよこ教室　　（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）18回
 　つくしんぼ教室（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）38回
 　はとぽっぽ教室（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）46回
 　たけのこ教室　（肢体機能に遅れのある1歳以上児）　　38回
　ことばの発達等に問題のある児童を対象に、指導・訓練を実施。
　　新規相談210件　継続相談656件　訓練988件
【子育て支援課】

子育て支援課
　集団の場における保育・療育が可能となるよう、保護者への
指導を含め訓練を実施している。教室終了後は、保育所・幼稚
園又は通園施設に移行している。【子育て支援課】

２　地域療育システムの充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）地域療育
体制の整備

３　障がい児通
園施設の充実
（３章に再掲）

　知的障がい児通園施設みのり学園、肢体不自由児通園
施設あけぼの学園における療育機能を充実し、発達支援
の向上に努めるとともに、ことばの治療相談室及び早期
療育教室とも一体化を図り、心身障がい児の相談・指
導・訓練などを行う拠点施設として、平成２５年度（２
０１３年）の開設を予定しています。
　また、施設の機能を活かし、相談事業の充実や在宅で
療育を必要とする児童を対象に日常生活における動作及
び集団生活への適応訓練を実施していきます。

　園児の発達効果の判定と療育プログラム作成に向けた心理判定相談
や動作機能を促す作業療法を実施。また、健常児との交流保育を実
施。
　　心理判定相談19回（みのり学園）、20回（あけぼの学園）
　　作業療法　　29回（みのり学園）、29回（あけぼの学園）
　　交流保育　　 5回（みのり学園）、14回（あけぼの学園）
（仮称）障がい児施設については、知的障がい児通園施設「みのり学
園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談
室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため、平
成23年度・24年度で建設工事を行い、平成25年度の開設を予定してい
る。平成23年度は、併せて周辺道路整備工事を行った。
【子育て支援課】

子育て支援課

　みのり学園、あけぼの学園で、日々の療育訓練のほか、作業
療法や交流保育などの回数を増やし、充実が図られた。また、
施設の整備については、施設建設工事と周辺道路整備工事を
行った。工事に際し、地元住民の方やみのり学園・あけぼの学
園保護者会への説明を行った。【子育て支援課】

（２）地域療育
体制の整備

４　障がい児補
装具等給付の充
実

　身体に障がいのある児童に対して補装具等を給付し、
日常生活の向上を図ります。障がいの早期発見と機能訓
練等により補装具等の利用が低年齢化しており、児童の
状態に応じた適正な支給に努めます。

身体障害児補装具費支給状況 188件
品目　装具、補聴器、車いす、座位保持装置、座位保持いす、歩行
器、歩行補助杖、眼鏡等
【子育て支援課】

子育て支援課
　障がい児の身体的・経済的負担軽減を図ることができた。
【子育て支援課】

（２）地域療育
体制の整備

５　障がい児支
援事業の推進

　居宅生活支援サービスや施設サービスを通じて、障が
い児の在宅生活を支援するとともに、介護者等への負担
軽減を図ります。サービス提供事業者が少なく、必要な
サービスが受けられない場合には、生活サポート事業等
他の制度を一部活用するなどして、利用者のニーズに応
えていきます。また、障害者自立支援法等に基づくサー
ビス事業所の設置を支援していきます。

障害福祉サービス費支給件数
居宅介護　　        237件  3,287.5時間
行動援護　        　308件　2,428.5時間
短期入所　        　 55件　　240日
児童デイサービス　1,344件　9,081日
　　　　　（合計　1,944件）
【子育て支援課】

子育て支援課
　平成２３年度に、児童デイサービスの事業所が７箇所開設し
たため、療育を受ける機会が大幅に増加し、障がい児とその家
族の支援が図れた。【子育て支援課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）障がい者
保健サービスの
充実

１　訪問事業の
充実

　障がい者、高齢者の健康の保持・増進と障がいの重度
化の防止を図るため、訪問健康診査や在宅訪問歯科保健
事業（健康診査・保健指導）などの保健事業を充実する
とともに、保健師・栄養士・理学療法士・作業療法士な
どによる訪問事業を実施します。また、在宅での療養生
活を支えるため、市内訪問看護ステーション等の情報を
提供します。

訪問延べ回数60回　訪問実人数15人
（内訳：精神的疾患の方　延べ36回　実人数9人、
　　　　身体的疾患の方　延べ24回　実人数6人）

在宅訪問歯科保健事業　2人

市民健康課
引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健康
課】

（１）障がい者
保健サービスの
充実

２　家族介護支
援事業の充実

　在宅の障がい者を介護する家族などに対し、介護知識
など必要な情報の提供を行うとともに、介護者自身の健
康相談などを充実します。

●家族介護教室を開催し、心理的負担の軽減に努めた。
　　開催回数　１回　参加人数３３人
●介護者に介護マークを平成２４年３月から配布し、偏見による心理
的負担の軽減を図った。
　　介護マーク申請者数　６０人【年度末現在】
●認知症サポーターを養成した。
　　認知症サポーター数（単年度）　１，３１１人
　　認知症サポーター数（累積数）　５，２８５人
【高齢介護課】

保健師による、在宅での介護を要する高齢者や障がい者がいる家族等
からの窓口相談や電話相談を実施。【市民健康課】

高齢介護課
市民健康課

　高齢社会の進展とともに、認知症高齢者や介護者数が増加し
ており、介護者への負担軽減や周囲の理解が重要になってきて
いる。今後も周知等を積極的に実施していく【高齢介護課】

　引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健
康課】

３　在宅保健サービスの充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）地域リハ
ビリテーション
の充実

１　機能訓練事
業の充実

　身体機能の障がい又は低下のある方に対して、機能の
維持・回復を図るため、日常生活に必要な機能訓練事業
を充実し、介護予防にも努めます。また、早期に支援が
できるよう関係機関などと連携・協力して対象者の把握
に努め、医療機関やリハビリテーションセンターなどと
相互連携を図ります。
　介護保険法・障害者自立支援法との整合性を考慮し、
健康づくり及び介護予防と自立支援の視点から事業展開
を図るとともに、運動習慣の継続による機能維持と生活
の質の確保のための啓発事業を実施します。

「機能訓練事業」
保健センター　16回　17人

「地域活動型事業」
いきいき教室　2ヶ所　34回　152人
言語教室　　　1か所　44回　291人
合計　　　　　　　 　78回　443人

全体合計　460人

市民健康課
　引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健
康課】

（２）地域リハ
ビリテーション
の充実

２　自主訓練グ
ループの支援

　身体機能の維持・回復を目標とした自主的活動や、同
じ疾患をもつ人々との交流を希望する方に対し、活動や
訓練に関する助言、必要に応じて健康相談などを実施
し、充実した社会生活が送れるよう支援します。

　2グループに対して理学療法士、作業療法士が必要に応じて相談を
実施。

市民健康課
　引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健
康課】

（２）地域リハ
ビリテーション
の充実

３　リハビリな
んでも相談の推
進

　身体機能などの相談を行うことにより機能の維持・向
上を図り、高齢者の介護予防・自立支援を行います。

リハビリなんでも相談
3カ所　20回　106人

市民健康課
社会福祉協議会

　引き続き必要性の周知、円滑な事業の実施に努める【市民健
康課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）地域医療
体制の充実

１　かかりつけ
医が必要である
との認識の向上

　障がい者が身近なところで、日常の診療だけでなく、
健康相談なども受けられ健康管理の充実が図れるよう、
かかりつけ医を持つことが必要であるとの認識が向上す
るよう努めます。

　「かかりつけ医」を持つことの重要性を、市民ガイドブック、広報
こしがや、保健カレンダー、市ホームページ等に掲載し、その普及、
啓発に努めた。
　日曜日や祝日に診療を行っている医療機関について調査を行い、チ
ラシを作成し公共施設において配布したほか、市ホームページに掲載
した。
　春の大型連休、お盆、年末年始において診療を行っている医療機関
の調査を行い、市ホームページに掲載した。

地域医療課
　今後も、広報紙やホームページ等を活用し、「かかりつけ
医」のより一層の普及啓発に努め、その定着を図っていく。
【地域医療課】

（１）地域医療
体制の充実

２　病院・診療
所連携体制の支
援

　障がい者が適切な医療を確保できるよう医療機関の機
能分担により、病院間及び、病院と診療所の連携による
医療体制を促進するため、病診連携を支援します。

　病院相互間及び病院と診療所との連携により、医療機関の機能分化
による地域完結型医療体制の推進を図った。

地域医療課 　当該計画に沿って実施している。【地域医療課】

（１）地域医療
体制の充実

３　障がい者歯
科相談医の情報
提供

　障がい者の口腔機能を改善し生活の質を高めるため、
歯科医師会による訪問歯科診療の推進を支援するととも
に、関係機関と連携して障がい者歯科相談医などについ
ての情報提供を図ります。

訪問歯科診療医療機関や障がい者歯科相談医の情報提供をおこなっ
た。あわせて在宅訪問歯科保健事業についても、広報こしがや、保健
カレンダー及び市ホームページに掲載し周知した。【市民健康課】

障害福祉課
市民健康課

引き続き情報提供に努める。【市民健康課】

４　障がい者保健・医療体制の整備
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）精神・難
病保健医療体制
の充実

１　精神保健福
祉相談体制の充
実

　医療機関相互の連携によるネットワークづくりを推進
するとともに、精神保健福祉士や保健師などによる専門
的相談体制を強化し、精神障がい者やその家族の相談援
助などの充実を図ります。

精神保健福祉に関する内容別相談件数
社会復帰　234件、生活　221件、制度利用　305件、医療　122件、受
診前　11件、心の健康づくり　100件、その他　113件、連絡調整
265件
合計　1,371件
【障害福祉課】

成人相談集計より
老人精神保健　5件、社会復帰　2件、アルコール　18件、薬物　0
件、思春期　0件、こころの健康づくり　121件、その他　97件、難病
0件
【市民健康課】

障害福祉課
市民健康課

精神保健福祉に関する相談は年々増加傾向にある。関係機関と
連携をとり、相談支援の充実を図りながら精神障がい者を地域
医療に結びつけ、早期治療・早期回復に繋げる、また、必要な
支援を行う。
【障害福祉課】

講演会の開催等により相談窓口の周知を図ったためこころの健
康に関する相談件数は増加傾向にあり、今後も相談体制の充実
を図る。【市民健康課】

（２）精神・難
病保健医療体制
の充実

２　精神保健福
祉家族教室の充
実

　関係機関と連携して、精神障がい者の家族を対象に
「家族教室」を開催し、病気に関する知識や関わり方、
福祉制度に関する情報などを提供するとともに、グルー
プワークを通して家族同士の交流を促進します。

　精神障がい者を抱える家族等を対象に実施 全３回：平成24年3月7
日～平成24年3月21日
　第１回　家族の元気を取り戻そう①－元気な家族になるためにー
講師：ＳＳＴリーダー
　第２回　地域に生きるということースマイリーと語るー　講師：ス
マイリー（南埼玉病院ピアスタッフ）等
　第３回　家族の元気を取り戻そう①－元気な家族になるためにー
講師：ＳＳＴリーダー

障害福祉課

精神障がい者を抱える家族同士で思いや悩みを共有すること
で、精神障がい者と家族とのより良い関係をつくる目的で開催
した。
【障害福祉課】

（２）精神・難
病保健医療体制
の充実

３　精神科救急
医療の情報提供

　保健所・埼玉県立精神保健福祉センターなどの関係機
関と連携し、広域的な協力のもと、精神科救急医療に関
する情報提供を充実します。

適切な精神科救急医療に繋げる等、必要に応じて、保健所、埼玉県立
精神保健福祉センターなどの関係機関と連携、情報提供を行った。

障害福祉課
緊急な対応が必要な患者に対し、関係機関と連携して迅速に情
報提供を行い必要な医療に繋げることが可能になっている。
【障害福祉課】

（２）精神・難
病保健医療体制
の充実

４　難病保健医
療相談・情報提
供の充実

　保健所などの関係機関と連携・協力して、在宅の難病
患者に対し、専門医や患者団体、医療及び療養生活に関
する相談や情報提供を充実します。

相談件数0件【市民健康課】

適切な精神科救急医療に繋げる等、必要に応じて、保健所、埼玉県立
精神保健福祉センターなどの関係機関と連携、情報提供を行った。
【障害福祉課】

市民健康課
障害福祉課

緊急な対応が必要な患者に対し、関係機関と連携して迅速に情
報提供を行い必要な医療に繋げることが可能になっている。
【障害福祉課】

（３）医療費の
助成

１　重度心身障
害者医療費制度
の充実

　重度心身障害者医療費助成制度について、内容の充実
及び対象者の拡大を国・県に要望します。また、利用者
が使いやすいよう医療費の窓口払いの廃止について、さ
らなる拡大をすることにより、受給者の負担軽減・適正
給付に取り組みます。

対象者数：9,798名
助成件数：159,329件
助成金額：710,181,137円

障害福祉課
引き続き、制度の利用手続きの更なる簡素化に努める。【障害
福祉課】

（３）医療費の
助成

２　自立支援医
療等の推進

　精神障がい者の社会復帰を支援し、また身体の機能障
がいを除去、軽減するため、自立支援医療（精神通院、
更生医療、育成医療）を推進します。
　また、精神障がい者と家族の医療費負担のさらなる軽
減を図るため、通院医療費の助成を行います。

身体障がい者が負担する医療費を助成（助成件数　145件）
精神障がい者が負担する医療費を助成（助成件数　471件）

障害福祉課
精神障がい、身体障がいを持つ方の医療費を助成することによ
り、本人の負担を軽減した。【障害福祉課】

（３）医療費の
助成

３　児童の心臓
手術費等の助成

　児童の心臓手術などにおける経済的な負担を軽減する
ため、精密検査及び手術などに要する医療費以外の自己
負担金について助成します。

　児童の心臓手術に際して、医療費以外の自己負担分について、３件
助成した。【子育て支援課】

子育て支援課
　児童の心臓手術に際して、医療費以外の自己負担分について
助成することで、保護者の経済的負担の軽減を図った。【子育
て支援課】
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（３）医療費の
助成

４　医療費助成
制度の周知

　広報紙や市民ガイドブック、市のホームページなど各
種の情報媒体を活用するとともに、チラシの作成・配布
や相談活動などさまざまな方法・機会をとらえて医療費
助成制度の周知に努めます。

　市民ガイドブックやホームページでの周知を図り、また療育手帳・
身体障害者手帳の交付時に制度の案内をした。【子育て支援課】

障害福祉課
子育て支援課

　手帳申請や交付の際などに、制度の案内を行い、保護者の経
済的負担の軽減を図った。【子育て支援課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）ともに学
ぶ教育の推進

１　ともに学ぶ
教育の推進

　障がいのある子どもとない子どもが、分け隔てられる
ことなくともに学び育つことができるように、多様な支
援方法を検討して、障がいのある子どもとない子どもが
ともに学ぶことができるよう支援を進めます。

　特別支援学級（小学校16校、中学校5校）に在籍する児童生徒と通
常の学級との交流を推進。
　越谷西特別支援学校の小中学部児童生徒を対象に、居住地校交流を
実施し、小・中学校の児童生徒の交流を推進。
　通常学級在籍の発達障がい等の児童生徒への教育的支援を充実させ
るため、大学の先生などの専門家による学習障害児等訪問指導事業を
全小・中学校に実施。

指導課

　特別支援学校との居住地交流については埼玉県教委の進めて
いる支援籍で実施している。特定の学校に限らず実施している
ので、交流を体験している児童生徒は増えてきている。
学習障害児等訪問指導は、学校からの派遣依頼も増えたこと
で、平成23年度からは新たに45校分全ての小・中学校に実施し
た。【指導課】

（１）ともに学
ぶ教育の推進

２　福祉教育資
料の活用

　福祉教育を推進するため、福祉教育資料「たんぽぽ」
（小学３・４年生用）、「ほほえみ」（小学５・６年生
用）、「ふれあい」（中学生用）を作成及び活用し、さ
らなる充実を図ります。

　福祉教育資料の充実を図り、実践を推進するため、福祉教育資「ほ
ほえみ」「ふれあい」を活用した実践事例集を作成した。

指導課

　児童生徒の障がい者や高齢者福祉等への理解を深めるととも
に、積極的な実践力を育成するために、福祉教育資料集やその
活用を推進する事例集を編集発行している。
小学校向け資料「ほほえみ」では、児童の身の回りの身近な体
験を重視するよう示し、中学校向け資料「ふれあい」では、社
会福祉協議会と連携した体験活動について具体的に示した。
【指導課】

（１）ともに学
ぶ教育の推進

３　学校環境の
整備と維持管理
の充実

　老朽化による施設・設備の機能低下を改善するため、
緊急性の高い箇所から計画的に改修し、学校施設の耐震
化を進めるとともに、維持管理に努めます。また、あわ
せて福祉環境整備事業に伴う、計画的なバリアフリー化
の整備を図り、子どもたちが安全で安心に学べる学習環
境の整備を進めます。

　越谷市学校施設耐震化計画に基づき耐震補強設計、耐震補強工事を
実施した。
耐震補強設計
　校　　　舎　　７校　１４棟
　屋内運動場　　４校　　４棟

耐震補強工事
　校　　　舎　１６校　３４棟
　屋内運動場　　９校　　９棟

学校管理課

　平成２３年度末（平成２４年３月３１日）現在の耐震化率
は、全１６４棟に対し、平成２３年度に４３棟の耐震化工事を
実施したことから、耐震性のある建物は、１４６棟で、８９．
０％になっている。【学校管理課】

（２）特別支援
教育の充実

１　特別支援学
級の充実

　障がい児の一人ひとりの可能性を 大限に伸ばし、社
会的自立を目指した教育を行うため、特別支援学級の適
切な設置を推進し、教育課程の充実、施設備品等の充実
を図り、個々に応じた指導ができるよう努めます。

　特別支援学級及び通級指導教室担当者を対象に自作教材教具の作成
の研修会やそれらを用いた指導方法の研修会を実施した。また、個別
の教育支援計画の作成や個別の指導計画、個別の教育支援計画に基づ
いた授業づくりについて研修会を実施した。
　特別支援学級及び通級指導教室の教材教具に関する備品を購入。

指導課

　特別支援学級は近年増加傾向にあり、特別支援学級では指導
経験の少ない教師も増えている。そこで、研修会では、指導の
基本となる個別の支援計画や自作教材を作成するなど実践的な
内容で実施し、特別支援学級での指導に生かしている。
【指導課】

（２）特別支援
教育の充実

２　教職員研修
の充実

　教職員に対する特別支援教育研修を充実し、一人ひと
りの児童生徒に合った教育が行えるよう教職員の資質の
向上を図ります。

　特別支援学級及び通級指導教室担当者を対象とした研修会（特別支
援学級担当者研修会）を実施。内容は、大学から講師を招き、一人ひ
とりの実態に応じた指導方法の研修を実施した。
　特別支援教育コーディネーター等を対象とした研修会（コーディ
ネーター連絡協議会）を実施。内容は、特別支援学校からコーディ
ネーターを講師として招き、具体的な指導方法を学んだ。
　通級指導教室担当者の研修会を実施し、入退級の流れや文書の書式
の確認、指導方法についての研修を行った。

指導課

すべての学校において、通常学級に在籍する児童生徒を含
め、障がいのある児童生徒の支援をさらに充実させていく必要
がある。子どもの困り感に寄り添いつつ、個に応じた適切な支
援をしていくために、4年次から9年次の若手の教職員を対象に
研修会を実施した。【指導課】

第３章　教育・育成の充実

１　学校教育の充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）特別支援
教育の充実

３　病弱児教育
の充実

　越谷市立病院内「おおぞら学級」に設置されたテレビ
電話会議システムにより交流授業を実施し、入院してい
る児童生徒の教育の支援を図ります。

　インターネットを活用したテレビ電話システムで、院内学級と市内
小中学校間の交信を実施。

指導課

　院内学級の学習は、児童生徒一人ひとりの状況に応じて、少
人数で行っている。テレビ電話システムを活用した交流授業を
実施することで、全体を意識した中での対応力を高めている。
将来的には、原籍校の先生や級友と交信するなど市内全小・中
学校と交流ができるように新システムへの改善が必要である。
【指導課】

（２）特別支援
教育の充実

４　通級による
指導の充実

　通常学級でともに学んでいる障がいのある児童生徒の
学習を支援するため、難聴・言語障がい通級指導教室
や、学習障がい（ＬＤ）、注意欠陥多動性障がい（ＡＤ
ＨＤ）、高機能自閉症等の発達障がい・情緒障がい通級
指導教室などの指導内容を充実するとともに、施設設備
を整備し、学校間の連携を密にして、通級による指導の
充実を推進します。

　通級指導教室担当者を対象に研修会を年間4回実施し、入退級の流
れの確認や文書の書式の確認、及び指導方法についての研修を行っ
た。
　専門家の大学の先生を招聘し、年長児の小集団活動を観察し、子ど
もの行動や言動等から適切なアセスメントにつながるよう実践的な研
修会を実施した。
　担当指導主事が学校訪問し、通級指導について指導・助言を実施。

　通級指導教室で使用する教材や検査用紙等の消耗品を購入。

指導課

　通常学級に在籍している児童生徒の中で特別な配慮を必要と
している子どもを対象に通級指導教室を開設し、個に応じた適
切な指導ができるよう研修の機会を多くし、指導している。
【指導課】

（３）特別支援
学校との連携

１　特別支援学
校との連携

　障がい児及び難病の児童生徒に対する教育相談を開催
するとともに、市内在住の児童生徒が在籍する県内特別
支援学校の学校行事や講演会などへの参加を通して支援
や連携を図ります。

教育センターにおいて特別支援学校への就学に係る相談活動を実施し
た。
教育相談担当指導主事や市内の小・中学校の校長らが、特別支援学校
の運動会に出席した。また、特別支援学校の学校公開日には、指導主
事及び療育等の相談員が参加している。その他、入学式・卒業式に担
当指導主事が出席している。

指導課

　小中学校の教育課程に位置づけ継続して交流を実施すること
により、障がいのない児童生徒の障がい児理解が深まると共
に、社会性や豊かな人間性をはぐくむ機会となっている。【指
導課】

（３）特別支援
学校との連携

２　市内特別支
援学校や福祉施
設等との連携

　市内特別支援学校や障がい者福祉施設と市立小中学校
との交流機会を確保し、障がい児理解を深めるため、教
職員や児童生徒相互の交流を推進します。

　市内1校の小学校が越谷西特別支援学校と、小学校1校・中学校1校
が越谷特別支援学校と継続的に交流を実施した。

指導課

　障がいのある児童生徒が居住地の学校や地域の児童生徒との
交流や共同学習などを通して「同じ学校・地域の子ども」とし
て共に学びあう機会を積極的に設け、直接ふれあう活動をする
ことで心のバリアフリーをはぐくむ教育を推進している。
【指導課】

（３）特別支援
学校との連携

３　支援籍学習
の推進

　特別支援学校に通う児童生徒が地域社会のなかで豊か
に暮らしていけることができるように、自分の住んでい
る地域の学校において、児童生徒との交流及び共同学習
などの推進を図ります。また、通常学級や特別支援学級
に在籍する児童生徒で、より特別な支援が必要な場合、
困難を改善するために特別支援学級や特別支援学校での
専門的な学習の推進を図ります。

　越谷西特別支援学校の児童生徒8名、越谷特別支援学校の児童生徒6
名が支援籍を実施。
　また、市内の小学校の児童･生徒2名が、越谷西特別支援学校の支援
籍を実施。

指導課

　小中学校の教育課程に位置づけ継続して交流を実施すること
により、障がいのない児童生徒の障がい児理解が深まると共
に、社会性や豊かな人間性をはぐくむ機会となっている。【指
導課】
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）保育所に
おける受け入れ
の促進と内容の
充実

１　障がい児保
育の拡充

　就労等の理由により、日中お子さんの保育にあたれな
い保護者のため、集団保育が可能な障がいのある乳幼児
について、平成２２年度（２０１０年度）から対象年齢
を０歳児からとし、公立保育所における障がい児保育を
拡充します。

公立保育所１８か所において、障がい児巡回指導・ケース会議（前期
４月２０日～７月２０日までの２０日間、後期９月２０日～１２月１
６日までの２１日間）を実施。平成２３年度は７７名(１歳児１名、
２歳児２名、３歳児２４名、４歳児１９名、５歳児３１名）【保育
課】

保育課
臨床発達心理士等の有識者から児童個々のケースに応じた適切
な助言及び指導を受け保育の向上を図る。【保育課】

（１）保育所に
おける受け入れ
の促進と内容の
充実

２　交流保育の
推進

　幼少期からの交流が大切であることから、障がい児施
設と保育所の交流保育を推進します。

　みのり学園・あけぼの学園と公立保育所・私立保育園の交流保育を
実施。
・みのり学園児が公立保育所を訪問し交流：年２回延べ４４名
・公立保育所児がみのり学園を訪問し交流：年3回延べ６２名
・あけぼの学園児が公立保育所を訪問し交流：年５回延べ４２名
・あけぼの学園が私立保育園を訪問し交流：年１回５名
・公立保育所児があけぼの学園を訪問し交流：年４回延べ７０名
・私立保育所児があけぼの学園を訪問し交流：年４回延べ６６名
【保育課】

子育て支援課
保育課

障がいも個性の一つと捕え、積極的交流を図り心の成長を促
す。【保育課】

（２）教育内
容・方法の充実

１　保育士等の
資質の向上

　保育士等の資質の向上、障がい児保育従事者の資質の
向上を図ります。

保育所内での研修、保育所間での事例研修を行い保育士の障がい児に
対する質の向上を図っている。　　　　　　　　　　　　【保育課】

子育て支援課
保育課

保育士が諸々の障がい児に対応できるよう研修や勉強会等で質
の向上を図っている。【保育課】

（２）教育内
容・方法の充実

２　療育教室等
の充実（２章に
再掲）

　早期療育教室の指導体制を充実するとともに、保健セ
ンター、ことばの治療相談室、みのり学園、あけぼの学
園、保育所などとの連携を図ります。
　また、障がい児施設の整備と併せた一体化により、一
層の療育機能の充実を図ります。

　心身の発達に障がいや遅れがみられる低年齢児を対象に、障がい別
又は年齢別に療育・訓練を実施。
 　ひよこ教室　　（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）18回
 　つくしんぼ教室（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）38回
 　はとぽっぽ教室（成長や発達が気になる概ね3歳未満児）46回
 　たけのこ教室　（肢体機能に遅れのある1歳以上児）　　38回
　ことばの発達等に問題のある児童を対象に、指導・訓練を実施。
　　新規相談210件　継続相談656件　訓練988件
【子育て支援課】

子育て支援課
　集団の場における保育・療育が可能となるよう、保護者への
指導を含め訓練を実施している。教室終了後は、保育所・幼稚
園又は通園施設に移行している。【子育て支援課】

（２）教育内
容・方法の充実

３　障がい児通
園施設の充実
（２章に再掲）

　知的障がい児通園施設みのり学園、肢体不自由児通園
施設あけぼの学園における療育機能を充実し、発達支援
の向上に努めるとともに、ことばの治療相談室及び早期
療育教室とも一体化を図り、心身障がい児の相談・指
導・訓練などを行う拠点施設として、平成２５年度（２
０１３年）の開設を予定しています。
　また、施設の機能を活かし、相談事業の充実や在宅で
療育を必要とする児童を対象に日常生活における動作及
び集団生活への適応訓練を実施していきます。

　園児の発達効果の判定と療育プログラム作成に向けた心理判定相談
や動作機能を促す作業療法を実施。また、健常児との交流保育を実
施。
　　心理判定相談19回（みのり学園）、20回（あけぼの学園）
　　作業療法　　29回（みのり学園）、29回（あけぼの学園）
　　交流保育　　 5回（みのり学園）、14回（あけぼの学園）
（仮称）障がい児施設については、知的障がい児通園施設「みのり学
園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談
室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため、平
成23年度・24年度で建設工事を行い、平成25年度の開設を予定してい
る。平成23年度は、併せて周辺道路整備工事を行った。
【子育て支援課】

子育て支援課

　みのり学園、あけぼの学園で、日々の療育訓練のほか、作業
療法や交流保育などの回数を増やし、充実が図られた。また、
施設の整備については、施設建設工事と周辺道路整備工事を
行った。工事に際し、地元住民の方やみのり学園・あけぼの学
園保護者会への説明を行った。【子育て支援課】

（２）教育内
容・方法の充実

４　関係機関と
の連携強化

　保育所やみのり学園・あけぼの学園、教育センターな
ど障がい児保育・教育に関する関係機関の連携を強化
し、障がい児に対する理解や発達を促すための指導の充
実を図ります。

　みのり学園の入所児童が、「ことばの治療訓練」、重症心身障害児
施設「中川の郷（作業・言語療法他）」等を利用。あけぼの学園の入
所児童が、身体障害者療護施設「そうか光生園（聴力訓練）」等を利
用。【子育て支援課】

　障がい児保育で保育所に入所している幼児に対して、療育を目的と
して「こばと館・中川の郷」の利用を指導している。【保育課】

　教育センターにおいて、みのり学園の保護者を対象にした就学に関
する講演会を実施。みのり学園の入所児童が「ことばの治療訓練」、
重症心身障害児施設「中川の郷(作業・言語療法他)」等を利用。
あけぼの学園の入所児童が身体障害者療護施設「そうか光生園(聴力
訓練)」等を利用。障がい児保育にて保育所に入所している幼児に対
して、療育を目的として「こばと館、中川の郷」の利用を指導。
【指導課】

子育て支援課
保育課
指導課

　みのり学園、あけぼの学園の児童が、関係機関との連携によ
り、専門分野での治療・訓練ができ。児童の発達を促すことが
できた。【子育て支援課】

　集団保育を実施していくう上で、特に療育等が必要と思われ
る児童について、適切な指導・助言が行われる機関の紹介を行
う。【保育課】

　みのり学園の要請を受け、就学へ向けて見通しを持ち、適切
な判断ができるように保護者向けの講演会を実施した。また、
就学担当指導主事が学園を訪問することにより子どもの発達や
課題を把握するなど、学園との連携を密にし、就学相談をより
適切に進められるようにしている。【指導課】

２　就学前教育・保育の充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）放課後対
策事業の充実

１　障がい児学
童保育の充実

　放課後の児童の居場所を確保し、保護者の就労などを
支援するため、公立学童保育室において、障がい児保育
を実施し、指導員の加配等により保育内容の充実を図り
ます。
　また、特別支援学校などに通う児童生徒の放課後対策
事業の支援、促進を図ります。

　特別支援学校に通学する児童生徒の放課後保育を実施。31人（民間
保育室委託）【子育て支援課】

子育て支援課
保育課

　障がいのある児童の交流や遊びを通して心身の発達支援や保
護者の就労支援等につながった。【子育て支援課】

（２）参加機会
の充実

１　地域交流の
推進

　障がい児の参加機会の充実が図れるよう、地域との交
流機会などを拡大するとともに、保護者同士の交流や障
がい児の居場所づくりを支援します。
　また、おもちゃや遊びを通して、心身の発達をより豊
かにできるよう、おもちゃ図書室の充実を図ります。

　知的障がい児通園施設みのり学園で納涼会を開催し、地域の子ども
会や自治会などと交流を図った。
　おもちゃ図書室については、平成25年度の開設予定の（仮称）越谷
市障がい児施設に設置し、障がい児の心身の発達支援を図ります。
【子育て支援課】

子育て支援課
　地域住民と障がい児の交流により、障がいに対する正しい知
識・理解が一層得られるよう努めている。【子育て支援課】

（２）参加機会
の充実

２　関係機関と
の連携強化

　障がい児保育として入所している乳幼児に対して、療
育を目的として、ことばの治療相談室や重症心身障害児
施設「中川の郷療育センター」の利用を指導するなど、
発達を促すための指導の充実を図ります。

　障がい児保育で保育所に入所している幼児に対して、療育を目的と
して「中川の郷療育センター」「ことばの治療相談室」等の利用を指
導している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【保育課】

保育課
　障がい児の保育所での集団保育と併せて、保護者に対し専門
的な機関において助言が行われている。　　　　　【保育課】

（１）教育・就
学相談の充実

１　ともに育
ち、ともに学ぶ
ための相談の充
実

　地域の通常の学級でともに育ち、ともに学ぶうえでの
さまざまな課題の解消や支援体制の確立のための相談活
動の充実を推進します。

　教育センターにおいて、来所相談、電話相談、訪問相談を実施。
来所相談：延べ4,296人、電話相談：3,296件、訪問相談：127件

指導課

　教育センターの相談件数の内訳は、発達や就学、不登校や集
団不適応等、様々な相談の総数である。また、人間関係にかか
わる相談や学等についての相談の中でも、発達にかかわる課題
がある場合には、その状況や必要に応じて就学相談につなげて
いる。【指導課】

（１）教育・就
学相談の充実

２　教育相談の
充実

　障がいのある児童生徒一人ひとりの発達、就学、不登
校や家庭教育等、多様な相談に的確に対応できるよう、
研修会を開催し、相談員の専門性を高めます。また、保
健・医療・福祉などとの連携を強化し、就学前の発達相
談や学校における教育相談の充実を図ります。

　教育センターに配置している専任教育相談員、専任訪問相談員、学
び総合指導員、スクールソーシャルワーカーを一同に会し、全体研修
会を実施し、それぞれの専門領域で相互に関係する子どもの発達の問
題などについて理解を深めた。
 
　発達障がい等の疑いのある幼児については、大学の教授等を講師と
して招聘し、指導・助言を行った。
 
　担当する児童生徒のケース会議を年間3回開催し、指導方法や指導
方針等について助言を行った。

指導課

　様々なケースに適切に対応するために、大学の先生等の専門
家の直接的な指導や事例研修会、ケース会議等を通して、具体
的な指導・支援方法について理解を深めている。これらは、相
談員や指導員の資質向上につながっている。【指導課】

（１）教育・就
学相談の充実

３　就学相談の
充実

　教育センターで実施している発達相談と就学相談を通
して、保護者が就学先を選択するために十分な情報提
供・相談が受けられるよう、案内パンフレットを作成
し、就学に対する相談支援の充実に努めます。また、就
学後も継続した相談が受けられる体制づくりを推進しま
す。

　市内幼稚園・保育所・保育園の幼児と小・中学校の児童生徒を対象
に発達相談・就学支援等、教育相談案内用のリーフレットとポスター
を配布。また、児童館や地区センター・公民館等の関係機関について
もリーフレットとポスターを配布。

保護者や関係者の来所相談・訪問相談・電話相談を随時実施し、発達
障がいの理解や支援方法についての情報を提供している。

指導課

　教育センターの教育相談のリーフレットは、市内在住の幼児
が通っている近隣の市（春日部・草加）の幼稚園についても配
布している。幼稚園や保育所、保育園から各家庭に配布された
リーフレットを見て、相談に来られる保護者も多い。【指導
課】

４　相談の充実

３　課外活動の充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）官公庁等
における雇用の
促進

１　雇用の促進

　「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、彩
の国さいたま人づくり広域連合やハローワークなどとの
連携を図り、採用に関する広報、ＰＲなどを充実し、雇
用を促進します。

　市の職員採用にあたり、身体障がい者を対象とする採用試験（事務
職）を別枠で実施（平成23年度）し、4人を採用した。

人事課

　採用試験の受験を促進するため、募集情報について、市ＨＰ
への掲載や市内各施設における配布に加え、関東１都６県（東
京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、群馬）内の養護学校に
も送付した。【人事課】

（１）官公庁等
における雇用の
促進

２　市関連業務
における就業機
会の拡大

　各種の公共施設の維持管理業務など、市関連業務にお
ける多様な障がい者雇用のあり方を検討し、障がい者の
就業機会の拡大に努めます。

　福祉施設利用者等を対象とした地域適応支援事業（職場参加・職場
実習）や施設職員等を対象とした就労支援の講座を実施。
　地域適応支援事業については、実施箇所数30か所（公的機関22、民
間事業所8）、参加者34名（公的機関26名、民間事業所8名）となって
いる。

障害福祉課
関連各課

今後も引き続き関係機関と連携し、就労支援の充実に努める。
【障害福祉課】

（２）企業に対
する啓発

１　障がい者雇
用の啓発

　障がい者の雇用の理解を促進するため、「障害者雇用
支援月間」のＰＲに努めるとともに、広報こしがやや労
働セミナー等においても周知に努めます。
　また、市民まつりや産業フェスタ等の行事において、
関係団体に障がい者雇用の周知、ＰＲをする場の提供を
行い雇用促進に努めます。さらに、産業情報ネットワー
クのホームページなどを通じて、企業に対し、障がい者
雇用に対する理解を求め、障がい者雇用の促進に努めま
す。

　窓口等で啓発用パンフレットの配布等を行い周知に努めた。 産業支援課
窓口等で啓発用パンフレットの配布等を行い周知に努めた。
【産業支援課】

（２）企業に対
する啓発

２　各種制度の
活用

　障がい者雇用に対する事業主への理解を深めるため、
「雇用保険法に基づく助成金」「障がい者雇用納付金制
度に基づく助成金」などの助成制度を、ハローワーク越
谷等の関係機関と連携を図るとともに、産業情報ネット
ワークのホームページなどを通じて周知及び活用の促進
を図ります。

　窓口等で啓発用パンフレットの配布等を行い周知に努めた。 産業支援課
窓口等で啓発用パンフレットの配布等を行い周知に努めた。
【産業支援課】

（２）企業に対
する啓発

３　雇用の場に
おける障がい者
の人権の擁護

　企業等において雇用差別など障がいを理由とした人権
の侵害を受けることがないよう、障がい者の権利擁護に
努めます。

　障がい者やその家族、障がい者雇用事業者などを対象に、相談内容
に応じた就労支援を行うとともに、職場開拓や地域適応支援事業（職
場参加・職場実習）等の事業を実施した。
　１　就労支援
　　相談2,200件（来所相談1,366件、電話等相談834件）、支援登録
28件、延べ就職件数43名
　　事業所相談14件、ジョブコーチ件数59件、職場巡回140件
　２　地域適応支援事業（職場参加・職場実習）
　　実施箇所数30か所（公的機関22、民間事業所8）、参加者34名
（公的機関26名、民間事業所8名）

障害福祉課

就労支援については、平成22年度に比べ、相談件数及び延べ就
職件数が増加している。
　また、地域適応支援事業については、平成22年度と比較し
て、実施箇所数が５か所増加し、参加者は２名増加した。【障
害福祉課】

（３）自主的な
就業機会づくり
の促進

１　創業支援制
度の活用

　新たに創業する方に対し、相談業務・セミナー等の開
催などを行う「創業者等育成支援事業」及び「創業者オ
フィス家賃補助制度」などの施策を実施しており、今後
も利用者の拡充及び制度の充実に努めます。

　創業者等育成支援事業において各種講座、セミナー等を開催してお
り、広報誌・市ホームページ・iiネット等にてセミナー開催・相談業
務について広く周知を行った。結果、セミナー13回で延べ235名の参
加があった。

産業支援課 今後も同様に制度の周知を図っていく。【産業支援課】

第４章　雇用・就業の確保

１　雇用の促進と就労機会の拡大
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）職場参
加・就労支援の
充実

１　障害者就労
支援センターの
充実

　障がい者の職業的・社会的自立の促進を図るため、就
労支援の総合的窓口として障害者就労支援センターの機
能の充実に努め、就労相談や職場開拓、障害者地域適応
支援事業（職場参加・職場実習）など障がい者の適性に
あった就労支援を行います。

　障がい者やその家族、障がい者雇用事業者などを対象に、相談内容
に応じた就労支援を行うとともに、職場開拓や地域適応支援事業（職
場参加・職場実習）等の事業を実施した。
　１　就労支援
　　相談2,200件（来所相談1,366件、電話等相談834件）、支援登録
28件、延べ就職件数43名
　　事業所相談14件、ジョブコーチ件数59件、職場巡回140件
　２　地域適応支援事業（職場参加・職場実習）
　　実施箇所数30か所（公的機関22、民間事業所8）、参加者34名
（公的機関26名、民間事業所8名）

障害福祉課

就労支援については、平成22年度に比べ、相談件数及び延べ就
職件数が増加している。
　また、地域適応支援事業については、平成22年度と比較し
て、実施箇所数が５か所増加し、参加者は２名増加した。【障
害福祉課】

（１）職場参
加・就労支援の
充実

２　障害者地域
適応支援事業の
充実

　障がい者の就労に対する社会適応力を高めるととも
に、受入れ側の意識啓発を図るなど、多様な就労形態を
模索する障害者地域適応支援事業（職場参加・職場実
習）を実施します。

　障害者就労支援事業の一環として、地域適応支援事業（職場参加・
職場実習）を実施した。
　協力事業所30か所（公的機関22、民間事業所8）
　参加者34名（公的機関26名、民間事業所8名）

障害福祉課
　地域適応支援事業については、平成22年度と比較して、実施
箇所数が５か所増加し、参加者は２名増加した。引き続き、関
係機関と連携し、就労支援んお充実に努める。【障害福祉課】

（１）職場参
加・就労支援の
充実

３　障害者就労
訓練施設しらこ
ばとの充実

　本市の障がい者就労訓練の中核的施設として、市内の
障がい者施設や障害者就労支援センター等と連携を図り
ながら、在宅者や障がい者施設通所者等に就労訓練の場
を広げるとともに、地域住民等との交流を図り、障がい
者施設の就労支援技術と工賃の向上を図ります。

　障害者就労訓練施設しらこばとにおいて、市内の障がい者施設等に
よる生産品の販売訓練を行った。また、地域交流事業を実施し、施設
のホール、ふれあいコーナー、前庭等を活用し、地域の方々との交流
を図った。

障害福祉課
　今後も就労訓練の場や地域住民等との交流の場の拡大に努め
る。【障害福祉課】

（１）職場参
加・就労支援の
充実

４　授産品の販
路拡大

　福祉施設等で製作された製品の展示・紹介コーナーを
市役所等に設置するとともに、授産品の市役所内での使
用を推進するなど、販路拡大を支援します。
　また、障害者就労訓練施設しらこばとでは、市内障が
い者施設等と連携を図り、共同受注や授産品の展示・販
売などの販路拡大策の検討を進めます。

　障害者就労訓練施設しらこばとにおいて、市内障がい者施設との共
同受注の体制づくりについて検討した。また、しらこばとの施設を活
用した生産品の販売訓練を実施し、市内５事業所が参加した。

障害福祉課
　今後は、共同受注の体制を確立し、販売訓練の嫉視場所の拡
大に努める。【障害福祉課】

（１）職場参
加・就労支援の
充実

５　職業相談・
情報提供の充実

　ハローワークや埼玉障害者職業センター、埼玉県障害
者雇用サポートセンター、障害者就業・生活支援セン
ター等の国・県・広域圏の障がい者雇用支援・就労支援
機関と障害者就労支援センター等の連携を密にし、相談
支援体制の強化を図ります。
　また、ハローワークが実施する県東地域障害者就職面
接会やトライアル雇用制度等の活用を図るとともに、関
係機関が実施している各種制度の利用について、事業所
や障がい者への周知を図ります。

　公共職業安定所が主催する県東地域障害者就職面接会の開催にあた
り、後援をするとともに人的支援を含め積極的に支援を行った。
求人事業者数：２９事業所、求人者数：２３３人,就職者数：１６人

障害福祉課
産業支援課

公共職業安定所が主催する県東地域障害者就職面接会の開催に
あたり、積極的に周知を行った。実績として、求人事業所が３
事業所、求人者数がマイナス10人、就職者数がマイナス１人そ
れぞれ前年より増加した。【産業支援課】

（２）働く場の
充実

１　就労移行支
援事業、就労継
続支援事業の充
実

　障がい者の一般就労への移行を推進するため、就労に
必要な知識や能力の向上を図る場であるとともに、働く
場と活動の機会を提供する就労移行支援・就労継続支援
事業を実施する事業者が円滑な事業展開を図れるよう支
援します。

　就労移行支援や就労継続支援のサービス事業者が円滑な事業展開が
図れるよう、新体系移行事業所に給付費を支給した。
　また、市内の障がい者関係施設に対し、障害者地域適応支援事業
（職場参加・職場実習事業）の参加を呼びかけた。

障害福祉課
旧法施設や法定外施設の新体系移行について必要な情報を提供
する等の支援をした。【障害福祉課】

（２）働く場の
充実

２　地域活動支
援センター等の
充実

　障がい者の社会参加や作業訓練の場として利用する、
地域活動支援センターやデイケア施設等の生産活動につ
いて、工賃収入の向上が図られるよう支援します。

　心身障害者地域デイケア施設
　　市内1箇所、市外8箇所、利用者21人
　
　地域活動支援センター等への移行のヒアリングを行うとともに必要
な情報提供を行った。

障害福祉課
施設に対し移行を促すとともに、利用者においても円滑な地域
生活が送れるように支援した。【障害福祉課】

（２）働く場の
充実

３　指定障害福
祉サービス事業
所「しらこば
と」の充実

　知的障害者通所授産施設しらこばと職業センターは、
平成２３年度から指定障害福祉サービス事業所に移行し
ます。移行後は、就労移行支援事業を行い一般就労への
支援を行うとともに、就労継続支援事業Ｂ型において
は、パン・ケーキ等の新たな自主生産品の製造・販売を
行い、工賃収入の向上を目指します。

　就労移行支援事業においては、一般企業に就労を希望する方に対
し、一定期間を定め就労に必要な知識や技術の習得のための訓練を行
い、能力の向上を図った。就労継続支援事業B型においては、一般企
業に就労することが困難な方等に、生産活動の場を提供するととも
に、一般就労に向け必要な知識の取得や能力の向上のための訓練を
行った。

障害福祉課
　引き続き就労訓練を行うとともに、工賃収入の向上を目指
す。【障害福祉課】

２　多様な働き方の支援
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）相談・情
報提供体制の整
備

１　相談窓口の
充実

　障がい者の多様な相談に適切に応じられるよう、相談
関係機関の連携を強化し、総合的な相談支援体制の整備
に努めるとともに、窓口相談の充実を図ります。
　また、福祉なんでも相談窓口において、福祉全般に係
る相談を受け、市民の利便性を高めます。

　様々な相談に応じて、関係各課、機関と緊密な連携のもとに各ケー
ス毎に支援を実施、必要に応じてケースカンファレンスを実施。
地域の障がい福祉に関するネットワーク構築を推進する中核的機関、
越谷市障害者地域自立支援協議会の充実を図った。
福祉なんでも相談窓口における対応により相談支援体制の充実、整備
を図った。
　福祉なんでも相談窓口の相談・支援件数
　平成23年度　1,948件
　（うち障がい福祉に関すること236件）

社会福祉課
障害福祉課

　より強固なネットワークを構築し総合的な相談支援体制を整
備し窓口相談の充実を図る。【社会福祉課】

（１）相談・情
報提供体制の整
備

２　相談員の専
門性の向上

　身近な地域における相談内容の充実を図るため、研修
などを通じて身体障害者相談員、知的障害者相談員、民
生委員・児童委員の専門性の向上に努めます。

　身近な地域における相談内容の充実を図るため、研修などを通じて
民生委員・児童委員の専門性の向上に努めた。
民生委員・児童委員の相談・支援件数
　平成23年度　16,876件
　（うち障がい者に関すること628件）

社会福祉課
障害福祉課

　H24.3月末の越谷市の民生委員は422名で、一人当たりの相談
は年間40件である。一人暮らし高齢者の見守りや支援など、そ
の活動への期待はますます高まっている。今後とも研修などを
充実するとともに、市民への民生委員の啓発活動なども進めて
いきたい。【社会福祉課】

（１）相談・情
報提供体制の整
備

３　ピアカウン
セリングへの支
援

　相談支援事業所や地域活動支援センターにおけるピア
カウンセリングを促進し、障がい者に身近な相談体制を
充実します。平成２１年度（２００９年度）に設立した
地域自立支援協議会において相談支援事業所間の連携を
図り、各障がいに対応した相談支援の展開を図ります。

障害者生活支援センター（北部市民会館）において、ピアカウンセリ
ングを実施。年間100件。

障害福祉課
平成22年度のピアカウンセリング件数135件に対し、平成23年
度は135件減少した。【障害福祉課】

（１）相談・情
報提供体制の整
備

４　情報提供の
充実

　広報紙の福祉情報や市民ガイドブックなどの内容を充
実します。また、ホームページを充実するとともに、音
声化や色使いなど障がい種別に配慮した情報伝達方法を
充実します。

　広報こしがや、市民ハンドブック、市のホームページに障がい者福
祉関係情報を掲載した。

障害福祉課
　必要な情報をわかりやすく提供できるよう、制度の内容が変
更となった際等、広報紙への情報掲載やホームページの内容更
新等に努めた。【障害福祉課】

（１）相談・情
報提供体制の整
備

５　精神障がい
者の退院促進の
支援

　精神科病院から退院可能な精神障がい者が、早期に退
院し地域で自立した生活が送れるように本人、家族、地
域、医療機関等と連携を図り、退院促進に努めます。

　地域移行支援事業の促進を図るため、保健所、医療機関、相談支援
事業所、施設等と連絡調整をして、退院あるいは、施設からの退所を
進めた。

障害福祉課
退院促進については、市内の2病院と定期的に連絡調整をし、
他の病院とも連絡をとり、精神障がい者が退院後スムーズに社
会復帰できるように支援した。【障害福祉課】

（１）相談・情
報提供体制の整
備

６　発達障がい
者への相談支援
の充実

　埼玉県が設置する発達障害者支援センターや教育機関
などの関係機関と連携を図り、発達障がいのある方の相
談支援体制を充実します。

　1歳6か月及び3歳児健康診査等で、特に発達の遅れや障がいが認め
られる児童に対して、早期療育教室及び知的障がい児通園施設（みの
り学園）や肢体不自由児通園施設（あけぼの学園）などにおいて、障
がいの程度や発達状況に応じた指導訓練を実施した。
　療育教室（4教室）　週1回程度開催　　92名
　知的傷がい児通園施設（みのり学園）　月～金曜日　27名在籍
　肢体不自由児通園施設（あけぼの学園　月～金曜日　29名在籍
　ことばの治療相談室　新規相談210件

子育て支援課
関連各課

　各通園施設、療育教室、ことばの治療相談室において、相談
や訓練を行い、発達に障がいのある方の支援を行った。【子育
て支援課】

第５章　生活支援サービスの充実

１　地域生活支援体制の整備
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）地域生活
支援事業の充実

１　相談支援事
業の充実

　地域で生活する障がい者とその家族を支援し、障がい
者の自立と社会参加を促進するため、障害者生活支援セ
ンターの機能充実を図ります。また、障がい福祉サービ
スの利用援助などを行う、障害者相談支援事業所の整備
を推進します。

障害者生活支援センター
　越谷市生活支援事業として、北部市民会館内で実施。相談件数は、
3,523件。

障害児（者）相談支援事業
　中川の郷療育センターが実施。対象は、知的障がい者、障がい児。
相談件数は、212件。

地域活動支援センターにおける相談支援事業
越谷地域生活支援センター有朋
相談支援事業利用者数 1,376人（総利用者数 7,236人）
生活支援センターこしがや
相談支援事業利用者数 719人（総利用者数 5,457人）

障害福祉課
各相談支援事業者は、地域で生活する障がい者の相談等に積極
敵に関与することにより障がい者とその家族を支援している。
【障害福祉課】

（２）地域生活
支援事業の充実

２　地域自立支
援協議会の充実

　障がい者等の地域生活を支援するために、地域の課題
を共有し解決に向け協働する中核的な役割を果たす越谷
市障害者地域自立支援協議会の活動を推進します。障が
い者等がそのニーズや生活実態に即して有効な障がい福
祉サービスなどの支援を受けられるよう、福祉・保健・
医療・教育・労働などの分野を超えたケアマネジメント
体制の充実を図ります。

第１回　平成２３年６月２７日
（１）改正自立支援法と障害者地域自立支援協議会の位置づけについ
て
（２）部会設置における意見聴取の集計報告
（３）部会設置に向けた協議等
第２回　平成２３年１１月２４日
（１）相談支援部会活動報告
（２）第３期障がい福祉計画策定状況の報告及び意見聴取
第３回　平成２４年３月２日
（１）相談支援部会活動報告
（２）新たな部会設置に向けた協議
（３）第３期障がい福祉計画策定状況の報告及び意見聴取

障害福祉課

　事務局会議を毎月開催し、自立支援協議会を定期開催してい
る。より良いネットワークの構築のため今後専門部会の設置を
検討する。
【障害福祉課】

（２）地域生活
支援事業の充実

３　コミュニ
ケーション支援
事業の充実（６
章に再掲）

　聴覚等に障がいのある方とない方、双方のコミュニ
ケーションを支援するため、手話通訳者及び要約筆記者
の派遣体制の充実を図ります。
　また、養成講習会を開催し、登録手話通訳者・登録要
約筆記者の養成・確保に努めるとともに、公的機関等に
対する広報及び個人利用対象者に対する周知を図りま
す。

手話通訳者、要約筆記者を派遣することにより、耳の聞こえの悪い方
とそうでない方、双方のコミュニケーションの円滑化を図った。
手話通訳者派遣時間　1,021時間10分
要約筆記者派遣時間　328時間10分
※平成21年10月からコミュニケーション支援事業として、手話通訳者
派遣事業、要約筆記者派遣事業を一本化し実施している。

障害福祉課
　支援が必要な方のコミュニケーションの円滑化が図られた。
【障害福祉課】

（２）地域生活
支援事業の充実

４　日常生活用
具給付事業の充
実

　障がい者や難病患者の日常生活の円滑化を図るため、
日常生活用具の給付や修理を行います。また、訪問や窓
口相談を通じて、障がい状況・生活状況に応じた用具の
給付と品目の検討を行い事業の充実を図ります。

給付件数
身体障がい者　6,433件
知的障がい者　　　3件
【障害福祉課】

給付件数　514件
品目　紙おむつ、頭部保護帽、入浴補助用具、特殊マット等
【子育て支援課】

障害福祉課
子育て支援課

　障がい者や難病患者の日常生活の円滑化を図るため、引続
き、事業の充実を図っていく。【障害福祉課】

　在宅の重度の障がい児に対し、日常生活をより円滑にできる
よう障がいの内容や生活環境等に応じて、日常生活用具の給付
を行った。【子育て支援課】

（２）地域生活
支援事業の充実

５　移動支援事
業の充実（６章
に再掲）

　屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必
要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出を
支援するため、事業の周知や協定事業者の拡大を図りま
す。

利用実績
身体障がい者　12,250時間
知的障がい者　 4,545時間

障害福祉課
平成22年4月から低所得世帯の負担上限月額を0円とし、利用者
負担の軽減を図ったことから利用拡大傾向にある。【障害福祉
課】

（２）地域生活
支援事業の充実

６　身体障がい
者補助犬の利用
促進

　平成１４年５月に成立した身体障害者補助犬法では、
盲導犬、聴導犬、介助犬などの補助犬について、国や地
方公共団体は補助犬の役割について国民の理解を深める
ための措置を講じ、国民も使用者に対し必要な協力に努
めることが定められており、身体障がい者の自立と社会
参加を促すことを目的に補助犬の活用を促進します。

厚生労働省発行のパンフレットや啓発シールを窓口に備え付け、身体
障害者補助犬の周知、啓発に努めた。

障害福祉課
身体障がい者が身体障害者補助犬を安心して同伴できるよう、
広報紙による周知や一部の公共施設などへの啓発シールの貼付
を行う。【障害福祉課】
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）地域生活
支援事業の充実

７　地域活動支
援センターの設
置促進

　地域で生活する障がい者に、創作的活動・生産活動の
機会を提供し、社会との交流の促進を図るなど、自立し
た日常生活または社会生活を営むことができるよう援助
を行う場である地域活動支援センターの設置を促進しま
す。

平成23年度市内設置数
Ⅰ型　　　　２箇所
Ⅲ型Ａ型　　１箇所
Ⅲ型Ｂ型　　２箇所
Ⅲ型Ｃ型　　３箇所

障害福祉課
障がい者の有する能力及び適正に応じた活動の場を提供し、社
会参加を促進するため、今後も継続した事業の実施及び拡大が
求められている。【障害福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）訪問系
サービスの充実

１　ホームヘル
プサービスの充
実

　多様化・増大する障がい者のニーズに対応できるよ
う、サービスの質の向上と安定供給の確保に向けて、
サービス事業者との連携を行い、ヘルパーの確保と質的
向上を図り、ホームヘルプサービスを充実します。

ホームヘルパー派遣時間
身体障がい者　47,749.5時間
知的障がい者　 2,547.0時間
精神障がい者　 4,567.0時間
【障害福祉課】

居宅介護　237件　3,287.5時間【子育て支援課】

障害福祉課
子育て支援課

　今後の利用増加が予想されるため、サービス事業所の増加が
求められている。【障害福祉課】

（１）訪問系
サービスの充実

２　配食サービ
スの充実

　在宅の重度障がい者が健康で自立した生活を送ること
ができるよう、配食サービスと併せて安否確認を行いま
す。また、他の障がい福祉サービスとの利用調整を行
い、適切なサービス提供を推進します。

配食サービス利用状況
障がい者　利用無し 障害福祉課

　障害福祉サービス（ヘルパー派遣）により家事援助が利用で
きるため現在は利用者無し。【障害福祉課】

（１）訪問系
サービスの充実

３　入浴サービ
スの充実

　家庭において入浴することが困難な障がい者等に対
し、巡回方式で入浴サービスを提供し、保健衛生の向上
を図ります。
　また、利用者の希望に合った事業者を選択できるよ
う、登録事業者の確保に努めます。

入浴サービス利用状況
利用人数　17人
述べ利用回数　798回

障害福祉課
子育て支援課

　巡回入浴車の派遣により、自宅浴室での困難な障がい者の保
健衛生の向上が図られた。【障害福祉課】

（２）介護者
サービスの充実

１　ショートス
テイサービスの
充実

　家庭における介護が、家族の急病などにより、一時的
に困難となった場合などに対応するため、ショートステ
イサービス（短期入所）の充実に努めます。

ショートステイ利用状況（延利用日数）
　身体障がい者　1,622日
　知的障がい者　1,292日
　精神障がい者　　　0日
【障害福祉課】

短期入所55件　240日【子育て支援課】

障害福祉課
子育て支援課

　年度によって延利用日数の増減はあるものの、一定の利用希
望はあり、受け入れ施設数のさらなる充実が求められている。
【障害福祉課】

（２）介護者
サービスの充実

２　レスパイト
サービスの充実

　障がい者の地域生活を支援するとともに、介護者の負
担を軽減するため、レスパイトサービスとして生活サ
ポート事業や日中一時支援事業を実施するとともに、事
業の充実のため登録事業者の確保に努めます。

①生活サポート事業
　利用登録者数　　　282人
　延利用時間　　4,237時間

②日中一時支援事業
　利用登録者数　13人
　延利用人数　　72人
【障害福祉課】

生活サポート事業
　利用登録者数（18歳未満）208人
日中一時支援事業
　利用登録者数（18歳未満）  3人
　利用日数　　　　　　　　 49日
【子育て支援課】

障害福祉課
子育て支援課

　障がい者の地域生活を支援し、介護者の負担軽減を図ること
を目的としている。利用希望者は多く、事業実施のさらなる充
実が求められている。【障害福祉課】

　障がい児の登録・利用が多く、障がい児の地域生活の支援が
図られた。【子育て支援課】

（２）介護者
サービスの充実

３　介護知識の
普及

　介護者や家族を対象とした講座等を開催し、介護知識
の普及を図ります。

　民生・児童委員を対象に、障がい者援護の概要等について説明を
行った。

障害福祉課
　引続き、障がい者援護の概要等の説明を行う必要性を感じ
る。【障害福祉課】

２　自立を促す福祉サービスの充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（３）福祉機器
等の利用促進

１　情報提供・
相談の充実

　補装具や日常生活用具を展示するとともに、点字・手
話などの活用により、障がいに配慮した情報提供と相談
の充実を図ります。また、各相談員や民生委員・児童委
員などに補装具等に関する理解の促進を図ります。

福祉機器展等に参加し情報収集を行った。 障害福祉課 適切な情報提供ができるよう努めた。【障害福祉課】

（３）福祉機器
等の利用促進

２　補装具の利
用促進

　補装具を必要とする方の利便性の向上やニーズに対応
できるよう、補装具費の代理受領事業者の登録拡大に努
め、補装具の利用を促進します。窓口相談や訪問調査な
どを利用して、補装具に関する助言や指導を行うととも
に、事業の周知や、情報提供の強化を行います。また、
介護保険、労災保険等を利用する場合との適正な調整を
図ります。

身体障害者補装具費支給状況
279件
品目　義肢、装具、盲人用安全づえ、歩行補助づえ、車いす、補聴
器、眼鏡、義眼等

障害福祉課 交付後の適合判定の方法を検討する。【障害福祉課】

（３）福祉機器
等の利用促進

３　福祉機器の
貸与の充実

　社会福祉協議会の行う車いすや福祉車両の貸与事業を
推進し、利用を促進します。

貸し出し件数 ふれあい号83件、軽自動車80件、車いす337件　計500
件

その他に介護車両、着ぐるみの貸出し

障害福祉課
社会福祉協議会

今後も貸与事業を推進し、利用促進を図る。【障害福祉課】

（４）年金・手
当等の情報提供
の充実

１　年金・手当
等の周知

　障害基礎年金の受給に関する情報提供などの支援に努
めるとともに、公的年金や心身障害者扶養共済制度への
加入を周知します。また、特別障害者手当や重度心身障
害者手当などの各種制度の周知も図ります。

　老齢基礎年金、障害基礎年金について、市ホームページや市民ガイ
ドブック、窓口等で啓発を実施。

障害基礎年金の請求件数　　　　85件【市民課】

重度心身障害者手当の支給　　延べ43,331人
特別障害者手当の支給　　　　176人（実人数）
障害児福祉手当の支給　　　　201人（実人数）
経過的福祉手当の支給　　　　 16人（実人数）　【障害福祉課】

市民課
障害福祉課

　障害年金の窓口相談実施及び障害福祉課と連携し、20歳到達
者の障害基礎年金請求のPRを実施している。【市民課】

　障害者手当については窓口で制度の説明をし、受給資格該当
者と思われる方については、申請について説明している【障害
福祉課】

（４）年金・手
当等の情報提供
の充実

２　各種資金貸
付制度の利用促
進

　障がい者の自立を支援する各種資金貸付制度の周知を
行い、利用の促進に努めます。

　必要に応じて、社会福祉協議会の各種資金貸付制度について周知を
行った。

障害福祉課
　必要に応じ制度の周知に努めた。今後も個々の状況に応じた
制度の周知を図る。【障害福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）日中活動
系サービスの充
実

１　介護給付の
充実

　既存の療護施設や更生施設、地域デイケア施設などか
ら療養介護・生活介護などの新体系事業への円滑な移行
を促進し、事業者の運営を支援するとともに、日常生活
において介護の必要な方の利用を支援します。

生活介護等の新体系サービス事業者が、円滑な事業展開が図れるよ
う、給付費を支給した。
　また、既存の療護施設や更生施設等へ個別ヒアリング及び情報提供
を行い、新体系事業への円滑な移行への支援を図り、平成22年度は心
身障害者地域デイケア施設２箇所が、生活介護事業所へ移行した。

障害福祉課
　平成23年度末までに既存の施設が、新体系事業へ移行するた
め、今後も利用者は増加する見込みであり、事業の拡大も求め
られている。【障害福祉課】

（１）日中活動
系サービスの充
実

２　訓練等給付
の充実

　既存の更生施設や授産施設、地域デイケア施設などか
ら自立訓練・就労移行支援・就労継続支援などの新体系
事業への円滑な移行を促進し、事業者の運営を支援する
とともに、日常生活、社会生活で訓練の必要な方の利用
を支援します。

　就労移行支援や就労継続支援等の新体系サービス事業者が、円滑な
事業展開が図れるよう、給付費を支給した。
　また、既存の更生施設や授産施設等へ個別ヒアリング及び情報提供
を行い、新体系事業への円滑な移行への支援を図り、平成22年度は心
身障害者地域デイケア施設１箇所が、就労継続支援B型へ移行した。

障害福祉課
　平成23年度末までに既存の施設が、新体系事業へ移行するた
め、今後も利用者は増加する見込みであり、事業の拡大も求め
られている。【障害福祉課】

３　日中活動の場の確保
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）活動の場
の充実

１　障害者福祉
センターの機能
充実

　障害者福祉センター「こばと館」の各種事業及び専門
職員による指導の充実を図るとともに、利用の促進に努
めます。

障害者福祉センターこばと館利用実績
開館日数293日、団体利用者数13,975人、個人利用者数6,299人、見学
者数109人、総利用者数20,383人

《事業概要》
　手話奉仕員養成講習会入門編18回、手話奉仕員養成講習会基礎編23
回、手話通訳者養成講習会40回、要約筆記者養成講習会26回、生活リ
ハビリ40回、絵画教室20回、あいあい茶ろん20回、外国文化とふれあ
おう３回、視覚障がい者エンジョイ教室（料理）１回・（スポーツ）
２回、さをり織り教室（前期）10回・（後期）10回、スポーツ吹矢講
習会５回、こばと体験塾10回、健康講習会２回、わくわくクラフト10
回、土曜の広場6回、家事チャレンジ講習会3回、遊友40回、青年クラ
ブＡ7回、青年クラブＢ７回

障害福祉課

平成22年度と比較すると団体利用者数は1,055人の減少、個人
利用者数は447人の増加、総利用者数としては601人の減少と
なっている。総利用者数の減少については、協働フェスタによ
る部屋の貸し出し利用がなかったため。個人の利用は毎年伸び
があり、個人の活動の場として利用されている。
【障害福祉課】

（２）活動の場
の充実

２　精神障がい
者デイケア・ナ
イトケアの充実

　精神障がい者の社会復帰を支援するため、医療機関な
ど民間が実施するデイケア・ナイトケアを促進します。

　在宅の精神障がい者に対して、市内の精神科デイケア、ナイトケア
の利用を指導する。デイケアは市内の4医療機関、ナイトケアは２医
療機関で実施。

障害福祉課 在宅の精神障がい者に対して利用を指導する。【障害福祉課】

（２）活動の場
の充実

３　心身障害者
地域デイケア施
設への支援

　心身障害者地域デイケア施設の運営を支援するととも
に、運営の安定化を図るため、平成２３年度末までに、
新体系サービスや地域活動支援センターへの移行を支援
します。

　心身障害者地域デイケア施設
　　市内1箇所、市外8箇所、利用者21人
　
　地域活動支援センター等への移行のヒアリングを行うとともに必要
な情報提供を行った。

障害福祉課
施設に対し移行を促すとともに、利用者においても円滑な地域
生活が送れるように支援した。【障害福祉課】

（２）活動の場
の充実

４　地域の活動
拠点の整備充実

　地域における身近な活動の場として、市民会館をはじ
め地区センター・公民館の計画的な整備を推進します。

　平成23年度において、出羽地区センター・公民館事業に係る地質調
査、基本設計、実施設計を行い、平成25年度の開所を目指す。

市民活動支援課

　13箇所の地区センターの中で、8箇所目の大型施設として、
出羽地区センター・公民館の地質調査、基本設計、実施設計を
行った。　　　　　　　　　　　　　　　　　　【市民活動支
援課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）居住系
サービスの充実

１　グループ
ホーム・ケア
ホーム・生活
ホーム等への支
援

　地域における障がい者の生活の場を確保するため、グ
ループホーム・ケアホーム・生活ホームの整備を推進
し、助成等による支援を行います。また、そこでの暮ら
しを体験する機会を提供します。

①身体障がい者ケアホーム
　市外1箇所、利用者1名
②知的障がい者グループホーム
　市内2箇所、市外5箇所、利用者10人
③知的障がい者ケアホーム
　市内3か所、市外14箇所、利用者27人
④精神障がい者グループホーム
　市内2箇所、市外9箇所、利用者13人
⑤生活ホーム
　市内2箇所、市外1箇所、利用者6人

障害福祉課

障がい者が自立した地域生活を送るために、グループホーム及
びケアホームの希望者は年々増加しているが、施設数が不足し
ている状況である。今後も事業の整備を促進するとともに、助
成等による支援を行っていく。【障害福祉課】

（１）居住系
サービスの充実

２　施設入所支
援の充実

　施設入所支援サービス提供事業者が、短期入所など地
域生活を支えるサービス拠点としての機能を充実し、入
所者の地域生活への移行に向けた取り組みを行うことを
支援します。

　新体系事業への移行を見込んでいる施設の利用者に対して、事前に
障害程度区分認定に係る調査を実施し、事業の移行が円滑に進むよう
支援を行った。

障害福祉課

　平成23年度末で既存施設が全て新体系事業への移行を完了し
たため、今後は急激な利用者の増加は見込まれないが、入所施
設の利用希望者は増加しており、今後も事業の充実を図ってい
くこととする。【障害福祉課】

４　住まいの場の確保
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）施設機能
の充実

１　障がい児施
設の整備

　療育環境の充実を図るため、みのり学園、あけぼの学
園、早期療育発達支援事業、ことばの治療相談等を一体
化した施設を整備します。また、保育所等や地域と交流
を図り、障がいのある子どもが障がいのない子どもと、
地域で共に育ち合う環境を整備します。

（仮称）障がい児施設については、知的障がい児通園施設「みのり学
園」及び肢体不自由児通園施設「あけぼの学園」、ことばの治療相談
室、早期療育発達支援事業を一体化した施設として整備するため、平
成23年度・24年度で建設工事を行い、平成25年度の開設を予定してい
ます。平成23年度は、併せて周辺道路整備工事を行いました。

子育て支援課
　施設建設工事と周辺道路整備工事を行った。工事に際し、地
元住民の方やみのり学園・あけぼの学園保護者会への説明を
行った。【子育て支援課】

（１）施設機能
の充実

２　新体系サー
ビスへの移行

　施設等の安定的運営を確保するため、障害者自立支援
法に基づく新体系サービス事業所等への円滑な移行を支
援します。

　新体系事業や地域活動支援センターへの移行の調査を行うととも
に、必要な情報提供を行った。

障害福祉課 計画書どおりの取組みを行っている。【障害福祉課】

（１）施設機能
の充実

３　重症心身障
害児施設の充実

　重症心身障害児施設「中川の郷療育センター」の施設
運営を支援するとともに、外来患者の受け入れや通所事
業の充実など、在宅の心身障がい児（者）の支援を推進
します。
　また、障害者自立支援法の新体系サービスへの移行を
支援します。

　重症心身障害児施設「中川の郷療育センター」の運営を支援するた
め、建設費負担割合及び管内の入所者措置実績割合に応じて、補助を
行った。

障害福祉課
子育て支援課

計画書どおりの取組みを行っている。【障害福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）福祉のま
ちづくりの普
及・啓発

１　越谷市まち
の整備に関する
条例の普及・啓
発

　市民や民間事業者に対し、福祉のまちづくりについて
啓発を行うとともに、「越谷市まちの整備に関する条
例」の普及に努め、住みよいまちの整備を図ります。

　平成２２年度に「越谷市まちの整備に関する条例」を市のホーム
ページに掲載したが、さらに市民に使いやすいよう改良し掲載しまし
た。

開発指導課
　「越谷市まちの整備に関する条例」を市のホームページより
使いやすく掲載するとともに冊子を継続的に配布しておりま
す。【開発指導課】

（１）福祉のま
ちづくりの普
及・啓発

２　福祉のまち
づくりに関する
法律・県条例の
普及・啓発

　事業者に対し、県と協力して、「埼玉県福祉のまちづ
くり条例」や「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律」などの福祉のまちづくりに関する法律
や条例の普及・啓発に努めます。

　建築計画図面をもとに福祉規定の各項目について相談対応。「埼玉
県福祉のまちづくり条例」の届出を指導。届出の審査において、適合
させるべき事業者に指導を実施。【建築住宅課】

　「越谷市まちの整備に関する条例」に基づく事前協議において、福
祉のまちづくりに関する法律、県条例を担当する関係各課との協議調
整を行うよう事業者に要請する。【開発指導課】

建築住宅課
開発指導課

事業者に対し、窓口等での相談、届出の指導や審査を通して、
福祉のまちづくりの普及啓発に努める。【建築住宅課】

　平成23年度の開発行為事前協議数は、９１２件ありました。
適宜関係課と協議調整を行うよう事業者に要請し、福祉のまち
づくりの普及啓発に努めます。【開発指導課】

（２）一体性・
連続性のあるバ
リアフリーのま
ちづくりの推進

１　土地区画整
理事業の推進

　土地区画整理事業を通じて、歩道の段差を解消するな
ど、安全な歩行空間のあるまちづくりを推進します。

　道路・歩道等の段差解消や電柱の歩道外設置。障がい者等が安全に
安心して通行できる歩行空間の整備を実施。

　西大袋区画整理事業地内、街路延長310ｍ。

市街地整備課
　土地区画整理事業の進捗に合わせて整備を進めているため、
予定に対して減少した。【市街地整備課】

（２）一体性・
連続性のあるバ
リアフリーのま
ちづくりの推進

２　市街地再開
発事業の推進

　市街地再開発事業を推進し、事業者に対し、ユニバー
サルデザインの導入など、バリアフリーの誘導を図りま
す。

　電線類の地中化や視覚障がい者用誘導ブロックの整備等、障がい者
等が安心して通行できる歩行者空間の整備を実施した。

市街地整備課
　現在工事中、引き続き事業者への指導を継続する。【市街地
整備課】

５　地域生活を支える施設サービスの充実

第６章　生活環境の整備充実

１　福祉のまちづくりの推進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（３）公共的建
築物等の整備

１　公共的建築
物等のバリアフ
リー化の推進

　県条例に基づき、多くの市民が利用する公共的建築物
及び民間建築物について、障がい者の利用に配慮した施
設・設備となるよう事業者に対して指導を行い、バリア
フリー化を推進します。

　埼玉県福祉のまちづくり条例による届出の中で図面審査及び指導を
実施。

　建築確認申請の中で県バリアフリー条例の適合確認を実施。

建築住宅課
関連各課

バリアフリー法に基づく県バリアフリー条例の施行により、バ
リアフリー法の規制範囲が拡大されたことから、建築物のバリ
アフリー化について、さらに推進する。【建築住宅課】

（３）公共的建
築物等の整備

２　小中学校施
設のバリアフ
リー化の整備

　教育環境の充実を図るため、市内小中学校のバリアフ
リー化の整備については、第４次総合振興計画に基づ
き、福祉環境整備事業として、視覚障がい者誘導用ブ
ロック等の設置、さらにスロープ・階段手摺り及び洋式
トイレの設置について計画的に整備を進めます。

　バリアフリー化工事　６校実施
　　階段手すり　　　　　１校
　　点字ブロック　　　　１校
　　屋内運動場スロープ　４校

学校管理課

 平成２３年度末のバリアフリー化率　　　５３．３％
　限られた予算の範囲内で対応可能な工事を実施しているた
め、複数校にわたり、1つの項目のみの改修となっている状況
である。そのため、学校単位でのバリアフリー化率は、なかな
か向上しない状況となっている。
　なお、耐震補強工事と併せて屋内運動場のバリアフリー化を
進めており、達成率は、目標を上回る予定である。
【学校管理課】

（３）公共的建
築物等の整備

３　公園等オー
プンスペースの
整備

　市民の憩いの場として、また災害時の避難場所として
利用できるよう、公園・緑地などオープンスペースの整
備を計画的に推進します。また、出入り口の段差の解消
や多機能トイレの設置など、障がい者に配慮した公園な
どの整備・改修を推進します。

北越谷第二公園、（仮）増林公園、（仮）向畑公園に多目的トイレを
設置。

公園緑地課

今年度においても、計画的に多目的トイレを設置することがで
きた。また、今年度より既設公園におけるトイレの改修（バリ
アフリー化）を開始したことから、今後も推進する。【公園緑
地課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）歩行空間
の整備

１　歩道の整備

　安全で快適な歩行空間を確保するため、歩道の新設を
推進するとともに、既設歩道の拡幅や段差の解消を計画
的に推進します。また、自転車利用の増大に伴い、歩行
者と自転車が安全で快適に通行できるよう、歩行空間の
確保や拡幅を図るための多様な方策を検討します。

　歩車分離や有効幅員の確保、歩道段差解消等の整備を推進。
（前年度整備箇所の延伸など新設2,511ｍ、改修351ｍ）

道路建設課

　新設道路については、都市計画道路の進捗に伴い、整備延長
が増加した。改修については、歩車道分離による歩行者の安全
確保や段差の解消を中心に整備を行った。
【道路建設課】

（１）歩行空間
の整備

２　視覚障がい
者誘導用ブロッ
クの敷設

　視覚障がい者の歩行の安全を確保するため、駅周辺や
公共施設周辺の歩道や都市計画道路の整備において、視
覚障がい者誘導用ブロックの敷設を計画的に推進しま
す。

　視覚障がい者誘導用ブロックを2,894.7ｍ整備。
（大字増林地内外、大袋駅西口線、弥生町地内等）

道路建設課
　公共施設周辺を中心に計画通り整備を行った。【道路建設
課】

（１）歩行空間
の整備

３　電線類の地
中化の推進

　歩行空間の拡大のほか都市災害の防止や都市景観の向
上を図るため、駅や公共施設周辺の幹線道路、さらには
都市の成熟度が高く電力や通信需要の安定した路線や地
域について、電線類の地中化を推進します。

　電線類の地中化を市道90886号線・市道70002号線等において220.6
ｍ整備。

道路建設課
　電線類地中化計画に基づき整備を行い、地中化の推進を図っ
た。【道路建設課】

（１）歩行空間
の整備

４　放置自転車
等対策の推進

　駅周辺の環境悪化の防止や通行機能の確保及び歩行者
の安全保持を図るため、自転車等誘導整理員を配置し、
自転車利用者への指導や駐車秩序の保持のための整理・
撤去を行い、放置自転車等の防止に努めます。

　市内各駅に自転車等誘導整理員を配置し、駅周辺の道路や歩道上に
ある放置自転車等の駐輪場利用の指導や整理、及び撤去を実施。【平
日:午前6時30分から午前10時30分及び午後2時から午後6時の間・第
1・3土曜日:午前6時30分から午前10時30分（一部午後6時まで）の
間・第2・4日曜日：午前9時30分から午前12時30分の間】。
　引き取りのない放置自転車については、売却や海外への無償譲与な
どリサイクルの推進に努め、資源の有効利用を図った。

くらし安心課

 平成23年度は、自転車等誘導整理員の配置を第２、第４日曜
日も行い、放置自転車の多い駅は、配置時間を増やし、放置自
転車の抑制を図った。
　年間6,814台の放置自転車を撤去し、駅周辺の通行環境や景
観の確保を行った。【くらし安心課】

２　道路・交通環境の整備
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）歩行空間
の整備

５　公共サイン
の整備

　「越谷市公共サインマニュアル」に基づき、案内誘導
を目的とした公共サインなどの整備を計画的に推進し、
誰にでもわかりやすいものとします。

越谷市内に設置している公共サインの周辺案内図や誘導表示を 新の
情報に更新し、公共施設への誘導を円滑にするとともに破損個所の修
繕や清掃作業を行った。

都市計画課

　越谷市内に設置している公共サインの周辺案内図や誘導表示
を 新の情報に更新し、公共施設への誘導を円滑にするととも
に破損個所の修繕や清掃作業を行った。
1　公共サイン修繕
　既存の公共サインについて、９か所の修繕及び清掃
  【都市計画課】
2  越谷駅前広場整備に伴い、中拠点サイン２か所及び少拠点
　サイン４か所を整備した。【市街地整備課】

（２）公共交通
機関等の利便性
の確保

１　鉄道駅舎等
の整備促進

　「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する
法律」に基づき、障がい者が駅を利用しやすいよう鉄道
事業者に対して、エレベーター・エスカレーター・多機
能トイレなどの設置をはじめ、視覚障がい者誘導用ブ
ロックの敷設など安全で統一した案内誘導装置の整備を
働きかけます。

バリアフリー整備に伴うＪＲ東日本大宮支社による南越谷駅改修計画
に対し、地元住民等の要望を踏まえた改修計画変更案に係る要望書を
提出した。これに伴い、ＪＲ東日本大宮支社は改修計画変更案につい
て南北自由通路の拡幅など一部を取り込み、平成２３年５月から南越
谷駅駅舎改修工事が開始された。

都市計画課
関連各課

　バリアフリー整備に伴うＪＲ東日本大宮支社による南越谷駅
駅舎改修工事が平成２３年５月から開始され、平成２４年度に
はエレベーター及びエスカレーターの新設または増設が行われ
随時、供用開始が予定されている。その他に南北自由通路の拡
幅や多機能トイレの新設、高架柱耐震補強工事などがあり、駅
舎改修工事全体としては平成２５年度の完成を目指しており、
同工事の進捗につては随時ＪＲ東日本からの情報提供に基づ
き、市広報やホームページに掲載していく。
　【都市計画課】

（２）公共交通
機関等の利便性
の確保

２　路線バスの
整備促進

　バス事業者に対し、公共施設などを経由して住宅地と
寄り駅を結ぶ通勤・通学に利用できるようなバス路線

の新設や既設路線の拡充などを要望します。また、利用
者の安全性・利便性を向上するため、走行環境の改善や
運行情報のＰＲなどの側面的支援を行い、車いすの利用
者が乗車しやすい超低床ノンステップバスの導入を働き
かけるとともに、その導入に際し、バス事業者に購入費
用の一部を助成します。
　また、「高齢者、障害者等の移動の円滑化の促進に関
する法律」に基づく「基本方針」に定められているバス
車両について、平成２７年度（２０１５年度）までに全
て低床化された車両に代替することを目標とします。

　路線バス新設等の要望が多い地域について、バス事業者に対し、拡
充を希望し、新たに「せんげん台駅東口～越谷市立病院」線が開通し
た。
　また、路線バスにノンステップバスを導入したバス事業者に対し、
要綱に基づき補助金を交付し、茨城急行自動車㈱４台、朝日自動車㈱
３台の導入に対し補助を行った。

都市計画課
関連各課

　市とバス事業者等と構成する「越谷バス網整備研究会」など
を通じ、市民要望等について積極的に働きかけた結果、新規路
線の拡充、及び既存路線の増便等、利用者の利便性の向上が図
られた。
　また、超低床ノンステップバス導入については、身近な公共
交通機関である路線バスについては、バリアフリー化を更に推
進し、乗降時の利便性及び安全性の向上が図られた。【都市計
画課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）移動支援
の充実

１　「ふれあい
号」の利用促進

　社会福祉協議会が行っている、歩行困難な身体障がい
者や高齢者のためのリフト付きワゴン車「ふれあい号」
の利用の促進を図ります。

市内在住で歩行困難な方に、リフト付ワゴン車等を貸し出し。
　貸し出し件数　ふれあい号　　83件
　　　　　　　　軽自動車　　　80件

障害福祉課
社会福祉協議会

　歩行困難な方や介助者の負担を軽減することができた。【障
害福祉課】

（１）移動支援
の充実

２　福祉タク
シー利用券・自
動車燃料費助成
券の交付

　在宅重度障がい者の外出を支援するため、福祉タク
シー利用券または自動車燃料費助成券を交付し、費用の
一部を助成します。対象者に対する周知の徹底ととも
に、取扱い事業所の拡大を進めることにより、制度の効
果的、効率的な活用を推進します。

福祉タクシー利用券・自動車燃料費助成券の交付
  交付対象者数　　5,447人
  交付者数　　　　4,804人
  交付率　　　　　88.19%
  利用率　　　　　65.98%（福祉タクシー利用券）
　　　　　　　　  87.79%（自動車燃料費助成券）

障害福祉課
障害者手帳所持者の増加に伴い、交付者数、交付率ともに増加
傾向にある。【障害福祉課】

（１）移動支援
の充実

３　自動車運転
免許取得費の助
成

　障がい者の就労や社会参加を支援するため、自動車運
転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

免許取得費の2/3（12万円を限度）を助成
助成件数　4件

障害福祉課
相談時や身体障害者手帳交付時に制度の案内を行った。【障害
福祉課】

（１）移動支援
の充実

４　自動車改造
費の助成

　重度障がい者の社会参加を支援するため、所有する自
動車を改造する場合、費用の一部を助成します。

操行装置、駆動装置等の改造に対する助成（限度額10万円）
助成件数　1件

障害福祉課
相談時や身体障害者手帳交付時に制度の案内を行った。【障害
福祉課】

３　移動への支援の充実
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）移動支援
の充実

５　バリアフ
リーマップの作
成

　障がい者などが安心してまちに外出し、また行動範囲
を拡大できるよう、障がい者の参画を得て公共的施設な
どのバリアフリー状況をまとめたマップ（おでかけマッ
プ、トイレマップ）を作成しており、掲載情報の充実に
努めます。

　障害福祉課窓口等でバリアフリーマップ冊子版を配布した。バリア
フリーマップホームページ版について、変更等の連絡があった際に随
時更新を行った。また、バリアフリーマップの作成を検討している他
市区町村への資料提供を行った。

障害福祉課
　ホームページ版については、必要に応じて随時更新を行い、

新の情報を提供できるよう努める。【障害福祉課】

（１）移動支援
の充実

６　各種割引制
度等の周知

　障がい者の外出、積極的な社会参加を促進するため、
交通機関の旅客運賃割引や有料道路の通行料金割引、駐
車禁止の除外などの制度の周知を図ります。

有料道路通行料金割引申請件数：833件
ＥＴＣによる割引申請件数：879件

障害福祉課 引き続き制度の周知に努める。【障害福祉課】

（１）移動支援
の充実

７　福祉有償運
送の促進

　ＮＰＯ法人等が実施する福祉有償運送を促進するた
め、埼葛南地区福祉有償運送市町共同運営協議会におい
て必要事項を協議するとともに、指導・助言を行いま
す。

　ＮＰＯ法人等が実施する福祉有償運送を促進するため、埼葛南地区
福祉有償運送市町共同運営協議会において必要事項を協議するととも
に、指導・助言を行った。
　平成23年度協議会開催(主宰 蓮田市)　3回

社会福祉課
関連各課

　越谷市関係の登録団体は2団体。協議会のほか、半年ごとの
実績報告や変更届などの指導、登録希望団体への説明などを随
時行っている。【社会福祉課】

（２）移動介護
の充実

１　移動支援事
業の充実（５章
に再掲）

　屋外での移動が困難な障がい者に対し、社会生活上必
要不可欠な外出や余暇活動等の社会参加のための外出を
支援するため、事業の周知や協定事業者の拡大を図りま
す。

利用実績
身体障がい者　12,250時間
知的障がい者　 4,545時間

障害福祉課
　平成22年4月から低所得世帯の負担上限月額を0円とし、利用
者負担の軽減を図ったことから利用拡大傾向にある。【障害福
祉課】

（２）移動介護
の充実

２　視覚障がい
者の移動介護の
充実

　視覚障がい者の社会参加のための外出を支援するた
め、障害者自立支援法の移動支援事業の充実を図りま
す。また、移動支援事業を補完するガイドヘルパー派遣
事業の充実に努めます。

ガイドヘルパー派遣事業の実施
　派遣時間　4,232時間
　派遣回数　視覚障がい1,131回　肢体不自由　9回

障害福祉課
　視覚障がい者等の突発的な外出の際に、ガイドヘルパーを派
遣することで外出の機会を確保できた。【障害福祉課】

（２）移動介護
の充実

３　全身性障が
い者・重度知的
障がい者の移動
介護の充実

　介護が必要な重度身体障がい者・知的障がい者の社会
参加のための外出を支援するため、ホームヘルプサービ
スや移動支援事業との調整を図りながら、全身性障がい
者及び知的障がい者の介護人派遣事業の充実に努めま
す。

知的障害者介護人派遣事業　派遣時間　5,647時間
全身性障害者介護人派遣事業　派遣時間　12,587時間

障害福祉課
外出援助等の介護人を派遣することにより、障がい者の社会参
加促進が図られた。【障害福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）障がいの
状況に応じた支
援の充実

１　コミュニ
ケーション支援
事業の充実（５
章に再掲）

　聴覚等に障がいのある方とない方、双方のコミュニ
ケーションを支援するため、手話通訳者及び要約筆記者
の派遣体制の充実を図ります。
　また、講習会などを開催し、登録手話通訳者・登録要
約筆記者の養成・確保に努めるとともに、公的機関等に
対する広報及び個人利用対象者に対する周知を図りま
す。

手話通訳者、要約筆記者を派遣することにより、耳の聞こえの悪い方
とそうでない方、双方のコミュニケーションの円滑化を図った。
手話通訳者派遣時間　1,021時間10分
要約筆記者派遣時間　328時間10分
※平成21年10月からコミュニケーション支援事業として、手話通訳者
派遣事業、要約筆記者派遣事業を一本化し実施している。

障害福祉課
　支援が必要な方のコミュニケーションの円滑化が図られた。
【障害福祉課】

（１）障がいの
状況に応じた支
援の充実

２　市民による
情報支援活動の
促進

　聴覚や視覚などの障がいのある人の情報のバリアフ
リー化のため、点訳、音訳、要約筆記などを行う市民の
ボランティア活動を支援するとともに、広報紙などの点
訳、音訳版を提供します。

「広報こしがや」「議会だより」「社協だより」「生涯学習情報誌Ｔ
ｒｙ」「ごみカレンダー」等の音訳を行っている団体に、活動場所の
確保や活動用消耗品等を提供。

障害福祉課
　ボランティア団体に対して音訳等に必要な消耗品の提供を実
施し、情報のバリアフリー化を進める。【障害福祉課】

４　情報のバリアフリー化の推進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）多様な情
報媒体の活用推
進

１　IT講習会の
開催

　障がい者がパソコンなどを活用してより多くの情報を
得られるように、ＩＴ（情報通信技術）講習会を開催し
ます。

　パソコンクラブが障害者福祉センターこばと館で活動を実施。 障害福祉課
こばと館における団体活動に対する場の提供を実施している。
障がいのある方がより多くの情報を得られるような方策を引き
続き検討する。【障害福祉課】

（２）多様な情
報媒体の活用推
進

２　広域行政事
業（公共施設・
予約案内システ
ム）の充実

　本市を含む近隣の５市１町で構成する「埼玉県東南部
都市連絡調整会議」において運用している、公共施設の
各種情報の案内、空き状況の照会や予約の申し込みをパ
ソコンや携帯電話などから２４時間・３６５日行えるア
クセシビリティに配慮したシステムの充実を図ります。

　平成16年8月1日から稼働した埼玉県東南部地域公共施設生涯学習講
座予約案内システム（まんまるよやく）の運用。平成22年1月末より
新システムに移行し、文字の拡大や簡単な操作等、利用者がより使い
やすい機能を持たせた。
　平成23年度登録者数　5,130人

企画課

　対象施設の利用者（団体・個人）については、一定程度シス
テムが定着してきており、今後もシステムの文字の拡大及び簡
単な操作等、利用者への分かりやすい説明及び利用者がより使
いやすい機能を周知していく。
【企画課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）住宅改善
への支援

１　住宅改善に
関する支援制度
の充実

　重度身体障がい者の居宅改善整備について制度の周知
に努めるとともに、制度の充実を図ります。

越谷市重度身体障害者居宅改善整備費補助事業
　住宅改造件数　4件
　スロープ設置
　和式トイレから洋式トイレへの改造

障害福祉課
　住宅改造により、障がい者の身体状況に合わせた設備を整
え、本人及び介護者の負担軽減を図ることができた。【障害福
祉課】

（１）住宅改善
への支援

２　住宅改善相
談・情報提供の
充実

　埼玉県総合リハビリテーションセンターなど関係機関
との連携を強化し、住宅改善についての相談を充実しま
す。また、越谷市住まいの情報館を通じて、バリアフ
リー住宅や耐震性住宅、耐火性住宅、環境共生住宅など
に関する情報提供を充実します。

　住まいの情報館において、バリアフリー、耐震性住宅に関する意識
高揚及び情報提供を実施。入館者数6,467人。木造住宅の2階以下の居
住者に対して、無料の簡易耐震診断117件を実施するとともに、既存
建築物耐震診断21件、既存建築物耐震改修10件、それぞれに要した費
用の一部に補助金を交付した。

障害福祉課
建築住宅課

　耐震シェルター・防災ベッドの実物展示を行い、情報提供を
行っている。【建築住宅課】

（２）障がい者
に配慮した住宅
の確保

１　市営住宅の
バリアフリー化

　市営住宅について、入居者の状況を考慮し、手摺りの
設置や段差の解消などバリアフリー化を推進します。

　市営住宅は、平成22年度から埼玉県住宅供給公社で管理代行してお
り、西大袋中層住宅の高齢者・障害者対応住戸30戸の維持管理を行っ
た。

建築住宅課
　市営住宅の維持管理において高齢者世帯の見回りなど埼玉県
住宅供給公社と連携して行った。【建築住宅課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）防犯・防
災思想の普及・
啓発

１　防犯・防
火・防災意識の
啓発

　広報紙、パンフレット、出張講座への講師派遣などに
より、市民の防犯・防火・防災意識の啓発に努めます。
また、市が行う防災訓練への障がい者の参加を促進する
とともに、地域において自主防災組織などが実施する防
災訓練を支援します。

　自主防犯活動団体への貸与する防犯グッズの充実を図り、利用を促
すとともに、地域の安全や子どもの安全確保のための青色回転灯を装
備した車によるパトロールを継続して実施した。【くらし安心課】

　防災マップ、地震ハザードマップ、防災対策ガイドの頒布や出張講
座で防災対策、防災活動の啓発に努めた。自主防災組織や自治会が中
心となり、消火訓練や避難訓練、講習会等の防災訓練を年間111回実
施し、市職員や消防職員の派遣を実施。市と地区で実施の総合防災訓
練において、手話通訳者を配置。【危機管理課】

　聴覚障がい者の方には、従来の住宅用火災警報器の「音」による警
報が聞き取りにくいため、「聴覚障がい者対応型住宅用火災警報器普
及支援事業」を活用し、光や振動を付加した聴覚障がい者対応型住宅
用火災警報器の給付事業の平成２４年度実施に向け、実施計画の策定
を行った。【消防本部予防課】

危機管理課
くらし安心課
消防本部

　自主防犯活動団体を中心に継続した防犯活動への取り組みを
行うことにより、刑法犯認知件数が減少してきている。【くら
し安心課】

地震ハザードマップをはじめとした各種防災啓発パンフレット
を作成することにより、市民の防災意識の高揚に努めている。
自主防災組織や自治会が中心となって実施する訓練については
毎年100回前後実施され、市職員や消防職員を派遣し、訓練指
導をすることにより災害時に備えた効果的な訓練が実施できて
いる。
市と地区で実施の総合防災訓練においては、毎年手話通訳者を
配置することにより、聴覚障がい者の方に配慮した訓練が実施
できている。
【危機管理課】

　平成２３年度に策定した「聴覚障がい者対応型住宅用火災警
報器普及支援事業」地域実施計画に基づき、聴覚障がい者対応
型住宅用火災警報器の給付事業実施に向けた取り組みを行っ
た。【消防本部予防課】

６　防犯・防災体制の整備

５　住環境の整備
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）災害・緊
急時連絡支援体
制の充実

１　緊急時通報
システムの充実

　聴覚障がい者や重度身体障がい者の緊急時の対応を図
るため、緊急時に消防署に通報できるＷＥＢ１１９番・
ＦＡＸ１１９番通報システムの周知を図るとともに制度
の充実に努めます。

　ＦＡＸ119番通報は1件、ＷＥＢ119番通報は0件でした。指令課から
インターネットを介して災害発生情報の提供を行った。
火災情報51件
【障害福祉課】

緊急通報において、聴覚障がい者の方へ手話通訳者が手配できること
を、お知らせした。【消防本部指令課】

障害福祉課
消防本部

　平成23年度のＷＥＢ119番新規登録は2件あった。【障害福祉
課】

　ＦＡＸ１１９番通報が１件あった。ＷＥＢ１１９番通報新規
登録者７人、登録抹消４人で現在３４人の登録者があります。
今後も、聴覚障がい者の方に、利用していただくため普及啓発
に努める。【消防本部指令課】

（２）災害・緊
急時連絡支援体
制の充実

２　自主防災組
織の育成・強化

　災害に備え自分たちの地域は自分たちで守るという意
識を基盤に、自主防災組織の整備を促進するとともに、
活動を支援します。

　自主防災組織に対し、備蓄資器材や防災訓練費用の一部を助成。平
成23年度は、総数として7団体の自主防災組織が増加。平成24年3月31
日現在、自主防災組織は257自治会で結成、組織率は86.1％。【危機
管理課】

危機管理課

　自主防災組織に対し、毎年備蓄資器材や防災訓練費用の一部
を助成し、自主防災組織の育成事業を進めることで、毎年数自
治会において自主防災組織の新規結成がなされており、組織率
は上昇してきている。なお、既結成の自主防災組織に対しては
防災対策のさらなる充実を図っている。【危機管理課】

（２）災害・緊
急時連絡支援体
制の充実

３　地域ぐるみ
の協力体制の整
備

　災害時に支援を要する方の安全を確保するため、民生
委員・児童委員、自主防災組織、自治会、地区コミュニ
ティ推進協議会などの連携を図り、災害時要援護者登録
制度などの地域ぐるみの協力体制づくりを整備します。

モデル地区における災害時要援護者登録制度について、災害時要援護
者の新規登録及び更新登録を実施。

協働安全部
福祉部
子ども家庭部
関連各部

　モデル地区での災害時要援護者登録制度については、平成20
年度に台帳を整備し、以降毎年更新をしている。【危機管理
課】

　制度の周知を図り、地域ぐるみの協力体制づくりを推進し
た。【子育て支援課】

（２）災害・緊
急時連絡支援体
制の充実

４　福祉施設で
の避難者受け入
れ体制の確立

　災害発生時に、近隣の災害時要援護者をはじめとした
被災者の避難施設となるように、社会福祉施設の活用を
推進します。

　災害時要援護者の福祉施設への受入れを想定した、市と地区の合同
総合防災訓練の実施。【危機管理課】

危機管理課
関連各課

　平成18年度に福祉施設への受入れや要援護者を適切に介護で
きるよう介護支援者の派遣について、越谷市介護保険サービス
事業者連絡協議会と応援協定を締結し、災害時における福祉施
設での避難者受入れ体制の整備を図った。さらに、平成19年度
以降は災害時要援護者の福祉施設への受入れを想定した、市と
地区と合同で総合防災訓練を行い、災害時に備えた訓練を実施
している。
【危機管理課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）権利擁護
システムの充実

１　福祉サービ
ス利用援助事業
の促進

　判断能力の不十分な知的障がい者や精神障がい者、高
齢者が地域で安心して生活できるよう、福祉サービスの
利用援助や日常的な金銭管理などの生活援助などを行う
社会福祉協議会の福祉サービス利用援助事業の利用を促
進します。

　平成23年度の福祉サービス利用援助事業
　　利用契約数54件（うち障がい者7件）
　　相談件数123件（うち障がい者16件）
　　広報普及：ホームページへの掲載、ちらしの配布

障害福祉課
社会福祉協議会

引き続き利用促進に努める。【障害福祉課】

（１）権利擁護
システムの充実

２　成年後見セ
ンターの設置

　判断能力の不十分な知的障がい者や精神障がい者、高
齢者の権利と財産を守る法律的な支援制度である、成年
後見制度が身近なものとして活用されるよう、制度の周
知や利用の啓発、個別相談への対応、法人後見人の受任
等を図り、障がい者及びその保護者、家族を支援するた
め成年後見センターを設置します。

　判断能力の低下した高齢者や障がい者等の権利と財産を守るため成
年後見制度が身近なものとして活用されるよう制度の利用啓発、個別
相談への対応等を図るため、社会福祉協議会と連携し、平成２３年１
０月に社会福祉協議会内に成年後見センターこしがやを設置・開設し
た。

障害福祉課
高齢介護課

社会福祉協議会と連携し、成年後見センターこしがやの機能の
充実に努める。【障害福祉課・高齢介護課】

（２）投票しや
すい環境の整備

１　投票制度の
広報・啓発の推
進

　障がい者の権利擁護のため、期日前投票及び不在者投
票や点字による投票など法令に基づく制度の周知、選挙
に関する情報提供の充実を図るとともに、選挙事務従事
者への指導を充実します。

　広報こしがやに統一地方選挙及び埼玉県知事選挙のお知らせを折り
込み、期日前投票、不在者投票、代理投票及び点字投票等に関する周
知、啓発を図った。
　
　選挙事務従事者説明会を開催し、障がい者や高齢者の選挙人に対す
る対応の指導を行うなど、選挙事務従事者の意識の向上を図った。

選挙管理委員会事
務局

当該計画に沿った取組みを行うことができた。【選挙管理委員
会事務局】

（２）投票しや
すい環境の整備

２　投票所のバ
リアフリー化の
推進

　障がい者の投票を促進するため、投票所の段差の解消
など、投票しやすい環境づくりを推進します。

　平成23年4月24日執行の越谷市議会議員一般選挙の際に、第26投票
所である小曽川集会所の入口に手すり付の階段を設置し、障がい者の
投票促進及び投票しやすい環境づくりの向上を図った。

選挙管理委員会事
務局

当該計画に沿った取組みを行うことができた。【選挙管理委員
会事務局】

７　権利擁護の推進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）学級・講
座等への障がい
者の参加促進

１　情報提供の
充実

　視覚障がい者への講座等の学習情報提供として、生涯
学習情報誌「ＴＲＹ」を音声提供します。聴覚障がい者
への情報提供としては、生涯学習情報誌「ＴＲＹ」を市
のホームページに掲載します。

　生涯学習メニューＴＲＹの情報提供として、視覚障がい者の方に音
声による情報提供を行うとともに、市のホームページに掲載し情報提
供に努めた。年4回発行（6月、9月、12月、3月）、発行部数6月
117,000部、9月、12月、3月各118,000部（全戸配付）。

生涯学習課 　きめ細やかな生涯学習の情報提供に努めた。【生涯学習課】

（１）学級・講
座等への障がい
者の参加促進

２　参加しやす
い生涯学習の環
境づくり

　障がい者の生涯学習の機会を充実するため、各種学
級・講座等に参加しやすい環境づくりを進めます。

　聴覚障がい者の方が学級・講座へ参加しやすいよう、多くの方の参
加が見込まれる劇場での講演会を手話通訳付きで開催した。また、手
話通訳者の方や介助者の方が同席等できるよう、受け入れ態勢の整備
に努めた。

障害福祉課
生涯学習課

　計画どおり実施した。【生涯学習課】

（１）学級・講
座等への障がい
者の参加促進

３　スポーツ・
レクリエーショ
ン教室・講座等
の開設

　障がいの内容や程度など、心身の状況に応じ誰もが参
加できるようなスポーツ・レクリエーション教室や講
座、運動プログラムの充実を図ります。

スポーツ教室・講座を実施。
生涯スポーツ講座：14種目228回（9,332名参加）
スポーツ教室：3種目31回（1,519名参加）
健康体操教室：4会場72回（2,935名参加）

平成23年度から埼玉県障害者交流センターの地域支援事業を活用し、
障害福祉課、越谷市社会福祉協議会、埼玉県障害者交流センターとの
共催により「障がい者スポーツ教室」を開催した。
・障がい者スポーツ教室
①平成23年11月8日、22日、12月6日　全3回（身体障害者）
　種　目：フライングディスク、卓球、バドミントン等
　参加者：35名
②平成24年1月24日、2月7日、21日　全3回（知的障害者）
　種　目：風船バレー、フライングディスク、フロアカーリング
　参加者：57名

スポーツ振興課

　市民が、スポーツ・レクリエーション活動を気軽に、安心し
て行うことができるよう、生涯スポーツ活動の充実に向け、各
種スポーツ教室、生涯スポーツ講座などの活動機会の提供に努
めた。
　また、新規事業の障がい者スポーツ教室では、障害福祉課、
越谷市社会福祉協議会、埼玉県障害者交流センターと共催し、
障がい者の生きがいづくりや社会参加を促進した。
　今後も、関係機関と連携を図りながら心身の状況に応じス
ポーツ・レクリエーション活動に取り組めるよう、活動環境・
機会の充実、参加促進を図る。　　　　　　　　　【スポーツ
振興課】

（２）図書サー
ビスの充実

１　図書配送
サービスの充実

　障がい者の学習意欲に応えるため、録音図書の充実、
点字図書や拡大写本の収集を図るとともに、録音図書作
製や対面朗読のボランティア活動を支援します。
　また、外出することが困難な方に対し、図書や資料を
自宅などに配送するサービスを充実します。さらに、広
報紙などによりＰＲを行い、利用促進に努めます。

　障がい者サービスとして、ＣＤ１，６４２枚、録音テープ９７６巻
の貸出を行った。また、対面朗読は、延べ５６人の聞き手に対し、延
べ１５６人の朗読者によって行われた。
　資料配送サービス
　延べ利用者：８人、利用冊数：２７冊、運行回数：８回

市立図書館

　利用者から「いままでは図書館に通っていたが、足が不自由
になり外出ができなくなった。家の中だけの生活なので、本が
あるということが生きがいになっている。」との声が寄せられ
ている。多くの方々に平等なサービスを提供することで、地域
の学習拠点として重要な役割を果たすことができる。【図書
館】

第７章　生涯学習環境の整備充実

１　生涯学習・スポーツ活動への参加の促進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（３）生涯学
習・スポーツ活
動への支援

１　生涯学習・
スポーツ指導者
の養成・確保

　障がい者ニーズを把握するとともに、関係機関との連
携や情報交換を深め、障がいの状況に応じた指導ができ
る人材の養成・確保を図ります。
　生涯学習リーダーバンク登録者を対象に、「生涯学習
リーダー・ボランティア養成講座」を開催し、市民の多
種・多様化、高度化する、生涯学習に関するニーズに的
確に応えられるよう、生涯学習リーダーの養成・確保を
図ります。
　スポーツの実技指導やその他スポーツに関する指導及
び助言を行う体育指導委員については、研修会等により
指導者としての資質向上を図るとともに、その活動を支
援します。
　また、各種スポーツの指導者を登録し、市民からの要
請に応じて派遣する「スポーツリーダーバンク」の充実
を図ります。
　さらに、スポーツ指導者の養成と資質の向上を図るた
め、指導者及び指導者を志す者を対象に「スポーツ・レ
クリエーション指導者研修会」を開催します。

　生涯学習に関する指導者や講師を紹介する冊子「越谷市生涯学習
リーダーバンク」を、2年に一度発行しており、 新版は平成23年度
に作成し、越谷市のホームページにも公開した。新規登録申請を随時
受け付け、ホームページを更新をしている。登録の際は、登録申請書
において、障がい者を対象にした指導実績等の詳細について把握し、
障がい者の方を含めた多くの方からの要望に応えられるよう指導者の
確保に努めた。
  また、「生涯学習リーダーバンク」登録者等を対象に、「生涯学習
リーダー・ボランティア養成講座」を開催し、市民の多様化・高度化
する、生涯学習に関するニーズに的確に応えられるよう、生涯学習
リーダーの養成・確保を図った。 【生涯学習課】

　市民のスポーツ・レクリエーション活動の支援を図るため、スポー
ツ推進委員(旧体育指導委員)29名が活動。スポーツ推進委員（旧体育
指導委員）は、指導力向上のための各種研修会（7回）、放課後子ど
も教室での指導（6回）、教室・講座での指導（13名）、主催事業（3
回）に取り組んだ。
　また、地域、各種団体、スポーツクラブ等からの指導者の派遣要請
に対し、適切な指導者を派遣するため、スポーツリーダーバンクを設
置しており、平成23年度は、53種目、63名の指導者を登録した。さま
ざまなスポーツ・レクリエーション活動に取り組めるよう、幅広い指
導者の養成・確保に努めた。
地域等からの派遣、教室・講座での指導：29名（スポーツ推進委員含
む）

平成24年度は、埼玉県障害者交流センターの地域支援事業を活用し、
障がい者スポーツ教室の自主運営に向け、障害者スポーツ指導員養成
講習会を開催する予定。
主催：埼玉県、共催：越谷市教育委員会（スポーツ振興課）・越谷市
（障害福祉課）、期間：7月7、8、14、15日、会場：総合体育館、市
役所第2庁舎5階会議室
【スポーツ振興課】

生涯学習課
スポーツ振興課

　「生涯学習リーダーバンク」の周知と「生涯学習リーダー・
ボランティア養成講座」の開催などにより、多様なニーズに応
じた指導者の養成・確保に努めた。【生涯学習課】

　各種スポーツ活動の指導者を登録し、市民からの要請に応じ
て派遣する「スポーツリーダーバンク」については、登録者数
は微増であるが、年々増加し順調に推移している。今後も、市
民からの多種多様な要請に応じた適切な指導者を派遣できるよ
う指導者の養成・確保に努める。
《スポーツリーダーバンクの推移》
平成21年度　51種目、60人
平成22年度　53種目、61人
平成23年度　53種目、63人
《派遣状況》
平成21年度　25名
平成22年度　29名
平成23年度　29名
　
　障害者スポーツ指導員養成講習会については、障がい者ス
ポーツ教室の自主運営に向け、障がいの状況に応じたスポー
ツ・レクリエーション活動の指導ができる指導者の養成に努め
る。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【スポーツ振興
課】

（３）生涯学
習・スポーツ活
動への支援

２　障がい者の
スポーツ交流の
促進

　関係団体や機関との連携を図り、障がい者が参加しや
すいようスポーツ・レクリエーション活動の充実を図る
とともに、国や県など広域的な規模で開催される、ス
ポーツ大会等への障がい者の参加を促進します。

　平成23年度から埼玉県障害者交流センターの地域支援事業を活用
し、障害福祉課、越谷市社会福祉協議会、埼玉県障害者交流センター
との共催により「障がい者スポーツ教室」を開催した。
・障がい者スポーツ教室
①平成23年11月8日、22日、12月6日　全3回（身体障がい者）
　種　目：フライングディスク、卓球、バドミントン等
　参加者：35名
②平成24年1月24日、2月7日、21日　全3回（知的障がい者）
　種　目：風船バレー、フライングディスク、フロアカーリング
　参加者：57名

　毎年開催される市民体育祭中央大会にて、障がい者参加対象種目を
設定し障がい者の参加を促進した。

障害福祉課
スポーツ振興課

　関係機関と連携を図り、障がい者スポーツ教室の情報提供を
充実させ参加しやすい環境づくりを促進する。また、スポー
ツ・レクリエーションに関心を持っていただき、障がい者の生
きがいや社会参加に寄与できるよう教室の充実を図る

　毎年10月に開催する市民体育祭中央大会では、障がい者を対
象とした種目「ハットトリック」を取り入れ、障がい者の参加
を促進していく。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【スポーツ振興
課】
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）障がい者
間交流の促進

１　当事者団体
の育成

　障がい者の活動母体である当事者団体を育成し、さま
ざまな社会参加への促進が図れるよう支援します。障が
い者団体の活動拠点として障害者福祉センターこばと館
を利用します。

　障がい者団体の活動拠点として障害者福祉センターこばと館を利
用。
　平成23年度の団体利用者数13,975人。

障害福祉課

平成22年度と比較すると団体利用者数は1,055人の減少となっ
ているが、これは協働フェスタでの部屋の貸し出しがなかった
ため。障がい者団体は2団増加しており、新規の利用も見られ
ている。
【障害福祉課】

（１）障がい者
間交流の促進

２　趣味グルー
プの育成

　多様な特技や趣味活動を介した社会参加を促進するた
め、趣味グループの育成を支援します。障害者福祉セン
ターこばと館の団体室や社会適応訓練室等の無料貸出を
実施します。

　障害者福祉センターこばと館で、趣味的グループの育成のために団
体室、社会適応訓練室等の貸し出し（無料）を実施。利用サークル数
は16団体。

障害福祉課

平成23年度はこばと館での実施事業から自主グループの活動が
生まれた。このように自主活動に結びつく事業の展開も趣味グ
ループ活動の育成支援の手段の一つと思われる。
【障害福祉課】

（１）障がい者
間交流の促進

３　障がい者間
交流の促進

　障がい者間の交流を促進し、共通に取り組める問題の
解決や相互理解が図られるよう支援していきます。

「心豊かな福祉のまちづくり」をテーマに障がい者福祉に対する理解
の促進を図り、共に生きる地域社会の実現のため、市内の障がい者団
体21団体で構成する実行委員会が中心となり、障がい者の日記念事業
「第31回ふれあいの日」を開催。
　団体発表や活動内容の展示等の参加型プログラムを実施した。

障害福祉課 障がい者間以外の交流も求められている。【障害福祉課】

（２）障がい者
のボランティア
活動の促進

１　ボランティ
アセンターにお
ける障がい者対
応の充実

　障がい者の社会参加のサポート役として、さまざまな
障がいに対応できるようボランティアセンターの機能の
充実に努めるとともに、障害者福祉センターこばと館に
おける福祉ボランティアの育成事業の中で、ボランティ
アセンターとの連携を図ります。

　障害者福祉センターこばと館における福祉ボランティアの育成事業
の中で、ボランティアセンターとの連携を図った。

　ボランティア要請に対し、ボランティア募集、調整を実施した。

　ボランティアによる障がい者施策等の研修会を行った。

障害福祉課
社会福祉協議会

例年通り、社会福祉協議会のボランティアセンターと連携を図
り、ボランティアの育成事業の充実に努めた。今後も引き続
き、ボランティアセンターとの連携を図りボランティア活動の
促進に努める。
【障害福祉課】

（２）障がい者
のボランティア
活動の促進

２　障がい者団
体等からの活動
ニーズの発掘

　障がい者が自らボランティア活動に参加し、社会的貢
献や役割が果たせるよう、障害者福祉センターこばと館
連絡調整会議の構成団体に対し、活動ニーズの把握を行
うとともに、その活動ができる体制づくりを推進しま
す。

　障害者福祉センターこばと館連絡調整会議の構成団体に対し、活動
ニーズの把握と情報提供を実施。

　障害者福祉センターこばと館主催事業の参加者等が、自主サークル
活動等を行うことへの支援を実施。

障害福祉課
社会福祉協議会

例年通り、障害者福祉センターこばと館の利用団体等に対し、
アンケート調査等により、活動ニーズの把握に努めた。【障害
福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（１）人材の養
成・確保

１　職員研修等
の充実

　障がい者の各種相談の窓口として、また多様化する障
がい者のニーズに的確に対応するために、保健福祉を担
当する専門職員の確保や職員の資質の向上を図る必要が
あります。
　現在取り組んでいる職員の手話研修や、福祉業務体験
研修などの職員研修事業を推進し、担当職員のみなら
ず、福祉行政に対し市全体として、職員の資質の向上に
努めます。
　また、障がい者の文化、スポーツ・レクリエーション
活動や学習活動への参加、さらには就業支援を促進して
いくために、市民や民間団体及び大学などの専門機関と
の連携の下に人材育成に努めます。

　新採用職員を対象に「福祉業務体験研修」を特別養護老人ホームで
実施するとともに、「認知症サポーター養成講座」を併せて実施。参
加人数272人
　すべての差別の解消に向けて「人権・同和問題研修」等を実施。延
べ参加人数514人

人事課
　計画に位置付けられた各種研修の取組み等を確実に実施し
た。【人事課】

（２）サービス
に対する苦情対
応と評価

１　オンブズ
パーソン制度の
推進

　本市では、福祉保健サービス利用者からの市やサービ
ス提供事業者に対する苦情に対し、公正・中立な立場で
迅速に解決する福祉保健オンブズパーソン制度を導入し
ています。この制度を活用し、障がい福祉行政に対する
勧告の役割を担っていきます。

　福祉保健に関する市やサービス提供事業者に対する苦情に対し、公
正・中立な立場で迅速に解決するため越谷市福祉保健オンブズパーソ
ンを導入している。
　平成23年度　苦情申立　0件、苦情相談　1件

社会福祉課

　平成14年から開始。申立ては延べ1件であり、年間の相談件
数は少ない状況である。しかしながら、福祉保健サービス利用
者の権利を守るために必要な制度であり、引き続き、制度を実
施していきたい。
【社会福祉課】

計画の推進に向けて

２　多様な社会参加の促進
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施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（２）サービス
に対する苦情対
応と評価

２　社会福祉施
設等における苦
情解決制度の推
進

　本市の施設福祉サービスについて、利用者の権利を擁
護し、施設運営の公正を確保するため、苦情解決制度を
推進します。

　市が設置する社会福祉施設等が提供するサービスについて、利用者
の権利を擁護し、施設運営の公正を確保するため、苦情解決制度を実
施した。
　平成23年度　苦情申立0件

福祉部
子ども家庭部

計画どおりの取り組みが行われている。　【福祉部】

（２）サービス
に対する苦情対
応と評価

３　第三者評価
システムの推進

　第三者による公正・中立な立場から福祉サービスなど
に対する評価を受けることにより、事業者自らがサービ
スに関する具体的な問題点や課題などを把握し、質の向
上を図っていくとともに、利用者がサービス選択時の目
安として利用できるよう、第三者評価システムを推進し
ます。

　障害福祉サービス事業者の受審状況と評価結果の把握を行った。 障害福祉課
県内の状況把握を行った。
【障害福祉課】

施　策 事業の内容 計画書本文 平成23年度の取組み内容 担当課 平成23年度の取組みに対する担当課のコメント

（３）障がい者
の参画

１　意見交換の
機会づくりの検
討

　障がい者のニーズを聞き、的確に迅速な対応ができる
よう、障がい者や障がい者関係団体などとの意見交換会
の機会づくりに努めます。

市長とふれあいミーティングにて「障害のある人もない人もともに暮
らせるまちづくり」をテーマに意見交換会を実施。参加団体は２１団
体２２名（介助者1名含む）。一般参加者は12名。

障害福祉課
必要に応じてヒアリング、意見交換会の実施・設定に努めてい
く。
【障害福祉課】

（４）推進体制
の充実

１　障害者施策
推進協議会の設
置

　本計画を推進するためには、保健・福祉・医療のみな
らず、都市計画・教育・産業など全庁的な取り組みが必
要であり、さらに市民の協力が不可欠です。
　そのため、障害者施策推進協議会において計画の進捗
及び評価などを行い、施策の推進を図ります。
　なお、本協議会は、障害者基本法に基づき条例設置さ
れた「地方障害者施策推進協議会」であり、本市の障が
い者施策を推進するにあたり、施策の総合的かつ計画的
な推進について必要な事項等を調査審議するとともに、
さまざまな立場、見地から意見を聴取する場として、継
続して事業運営を実施します。

新越谷市障がい者計画等の報告や、第３期越谷市障がい福祉計画の策
定について、３回の会議を実施した。

障害福祉課
計画どおりの取り組みを行っている。平成２３年度については
主に第３期越谷市障がい福祉計画についての協を行った。【障
害福祉課】

（５）広域的連
携体制の整備

１　大学・教育
研究機関との連
携

　市内の大学のほか、保健・福祉・医療を専門的に研究
する機関との積極的な連携を図り、幅広く高度なサービ
スに対応できる人材の養成に努めます。また、福祉を学
ぶ学生との連携を強め、学生の現場体験と福祉ボラン
ティアとしての相互協力体制づくりを図ります。

　県立大学等実習生の受入れをした。

　ふれあいの日に学生ボランティアが参加した。

障害福祉課
関連各課

　県立大学等の実習生を受け入れるなど、市内の大学等と連携
を張った。大学等と連携を図り、人材の育成が求められてい
る。【障害福祉課】

（５）広域的連
携体制の整備

２　広域的な行
政連携の強化

　障がい者のニーズに即して必要なサービスを確保でき
るよう、障がい者の生活行動圏を踏まえ、事業内容など
に応じて、県や近隣自治体との連携の強化を図ります。

　東部障害保健福祉圏域に設置された東部障がい者就業・生活支援セ
ンターみらいのＰＲを行った。

　埼玉県の施設整備方針の把握と他県施設との利用調整を行った。

障害福祉課

埼玉県の東部障害保健福祉圏域に１箇所設置されている東部障
がい者就業・生活支援センターみらいのＰＲを行った。今後も
引き続きニーズの把握に努め、広域での連携体制の強化に努め
る。【障害福祉課】
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